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１．目的

２．適用範囲

３．本ガイドラインに示す電力負荷対策

　本ガイドラインに示す「電力負荷対策」は、以下のとおりである。

(1)．仮設電力設備の基本条件の整理

(2)．受電可能電力不足対策　

(3)．フリッカ対策　

(4)．高調波流出抑制対策　

(5)．変圧器の励磁突入電流抑制対策　

(6)．平均力率維持対策　

(7)．フェランチ・コンデンサ充電電流対策　

(8)．電力系統との絶縁協調対策　

第１章　　総則　　

　この仮設電力設備の電力負荷対策策定ガイドライン（案）（以下、ガイドラインという。）は、国土交通省が所管する河川、ダム、
海岸、砂防、道路及び国営公園に関する直轄事業に係わる各種工事現場に設置する仮設電力設備において、現場の実態に応じて講ずる
べき「電力負荷対策設備」の算定手法を示し、もって「当初契約」に対する変更契約に必要な積算内容の妥当性精査に資することを目
的とする。

　本ガイドラインは、国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編第5章⑱、⑲において適用する仮設電力設備の計画・設
計、積算に必要な「電力負荷対策の容量算定」に適用する。



 

まえがき

１．変更契約必要設備の集計

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

在場期間 日間

年月日～年月日

出力 3φ 200/400V　50/60Hz 在場期間 日間

出力容量 ## kＷ以上 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

3φ、6.6kV、50/60Hz

SC500kvar ×6％＝30kvar

回路種別№31⇒回路種別№32

Ｙ-Δ結成変圧器　　　kVA

ΔｰΔ結線変圧器       kVA

フリッカ抑制装置据付、立上げ、効果測定
現地エンジニアリング費

３．フリッカ抑制
対策設備（第５章参照）

式 ― 1 1 実施回数に応じて精算

２．受電可能電力容量不
足対策設備

（第４章参照）

施工計画の見直し対策 必要に応じ別途協議

発電機方式対策
自家用発電機

設備

電力系統強化対策

パルス受信機・デマンド制御装
置・制御、発報用ＰＣ・その他

式 必要に応じ別途協議

不要不急負荷の稼働制限対策
デマンドコン
トロール設備

式 ― 1

式

1

在場期間

励突電流18A以下

低圧ＡＦ装置
3φ　6.6kV　　　　kVA

式 ― 0 0
在場期間

― 0 0
在場期間

― 1 1

４．高調波流出抑制
対策設備（第６章参照）

直列リアクトル（ＳＲ）設備 式 ― 3 3

ΔｰΔ結線変圧器 　　kVA

高圧ＡＦ装置
3φ、7.2kV、200A、50/60Hz

式 ― 9 9

在場期間

5次50kvar、7次35kvar

パッシブフィルタ（ＬＣＦ）設備
3φ　440V　　　　kVA

式

式 ― 1 1

在場期間

回路種別番号改善設備 式 ― 0 0
在場期間

多パルス化変圧器設備
3φ、420/440V、50/60Hz

式

フリッカ抑制設備
3φ、6.6kV、50/60Hz

式 ― 1 1
在場期間

装置容量1600kvar

負荷端亘長 電力ケーブル及び配線資材 ｍ
1000
以内

2950 1950

引込線亘長 電力ケーブル及び配線資材 ｍ
150
以内

300 150

0

機能別に面数を計上する。分電盤 面 ○ ○ ○

1 1

在場期間
1．仮設電力設備の基本条
件　（第３章参照）

設備容量
設備容量kW

＝変圧器容量kVA
kW

/kVA
500 1900 1400

在場期間

在場期間

高圧屋外用キュービクル 機能別に面数を計上する。 面 ○ ○ ○
在場期間

高圧柱上開閉器(PAS)
7.2kV 300A

短絡投入性能31.5kA
方向性SOG付

式

第２章　電力負荷対策に伴う変更契約必要設備の集計

　本章は、本ガイドラインで指定する「電力負荷対策必要設備」を、本ガイドライン第３章～第10章に示す算定手法に沿って算出し、
当初契約数量に沿った「変更契約必要数量」の精査に必要な、数量の取りまとめに資するものとする。

　受注者は、本ガイドラインに指定された「電力負荷対策必要設備」を、本ガイドライン第３章～第10章で定める算定基準に準じて求
め、その結果を「数量総括表」に集計・計上する。

　　　　　　　　　　　　　　　　表-1　契約変更必要設備の数量総括表（記載例）　　　　　　　　　　《※入力値は参考値》

項目・工種・種別・細別 規格 単位
数量

(当初)
数量

(変更)
数量増

減
摘要



日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

500kvar×6％＝30kvar 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

100kvar×6％＝6kvar 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

200kvar×6％＝12kvar 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

50/60Hz、1000kVA

ﾀｲTr1000kVA・励突抑制開閉器・自
動開閉制御装置収納

励突抑制開閉器及び自動開閉制御
装置収納

3φ、6600V、530kvar

在場期間

3
在場期間

９．電力系統との
絶縁協調対策設備
　（第10章参照）

絶縁変圧器
3φ、7.2kV、200A、50/60Hz

式 ―

― 2 2
在場期間

８．フェランチ充電電流
対策設備
　　（第９章参照）

進相コンデンサ（ＳＣ）
3φ、6600V

2

在場期間

同上用ヒューズ
3φ、7.2kV、200A、50/60Hz

式 ― 3 3
在場期間

式 ―

在場期間

ＳＣバンク　３バンク収納

3φ3W、6600V/6600V

1 1
在場期間

屋外用キュービクル
（タイＴｒ・励突抑制開閉器・自動開閉制御
装置収納盤）

ﾀｲTr1000kVA・励突抑制開閉器・自
動開閉制御装置収納

面 ― 3

屋外用キュービクル
（SC・SR・LBS・VCS 収納盤）

式 ― 1

励突電流18A以下

自動開閉式励突抑制開閉器
（自動開閉制御装置付き）

面 ― 3 3

1

軽負荷遮断機能付き
自動力率調整器

面

高圧真空開閉器（ＶＣＳ）
ＡＣ100/200V

式 ― 1 1
在場期間

同上用ヒューズ付きＬＢＳ

3φ、7.2kV、400A、50/60Hz

式 ― 3 3

6バンク制御

在場期間

在場期間

直列リアクトル（ＳＲ）
3φ、7.2kV、Ｃ20A、50/60Hz

式 ― 6 6
在場期間

進相コンデンサ（ＳＣ）
3φ、6600V

式 ― 2 2

同上用ヒューズ
3φ、6600V、212kvar

2

直列リアクトル（ＳＲ）
3φ、7.2kV、Ｃ10A、50/60Hz

式 ― 3 3
在場期間

式 ― 1 1
在場期間

3
在場期間

高圧屋外用キュービクル
（SC・SR・LBS・VCS 収納盤）

式 ― 1

同上用ヒューズ 面 ― 2 2
在場期間

1
在場期間

ＳＣバンク　３バンク収納

3φ、6600V、106kvar

直列リアクトル（ＳＲ）
3φ、7.2kV、200A、50/60Hz

式 ― 1

６．平均力率維持装置
　　（第８章参照）

進相コンデンサ（ＳＣ）
3φ、6600V

式 ― 1 1
在場期間

1
在場期間

同上用ヒューズ付きＬＢＳ
3φ、7.2kV、Ｃ50A、50/60Hz

式 ― 3

５．変圧器励磁突入電流
抑制設備（第７章参照）

屋外用キュービクル
（励突抑制開閉器及び自動開閉装置収納盤）

式 ― 1 1
在場期間

自動開閉式励突抑制開閉器
（自動開閉制御装置付き）

3φ、7.2kV、200A、50/60Hz
式 1 0 ▲ 1

在場期間

励突電流18A以下

手動開閉式励突抑制開閉器 面 ― 3 3
在場期間
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１．仮設電力設備の基本条件の整理概念

（配電線亘長）

配変 （短絡電流）

12.5kA 責任分界点

PAS　短絡投入 31.5kA（定格 300A）

引込線亘長

ｍ

　

受電点

VCT WHM (電力事業者設置）

主遮断装置 Tr300kVA以下･･･PF-S型（HHﾋｭｰｽﾞ付LBS）

負荷端亘長 Tr300kVA超･･･CB型（VCB　12.5kA）

ｍ

　 変圧器(Tr） 変圧器総容量（設備容量）

※kVA kVA

　

分電盤

MCCB･ELCB

２．仮設電力設備の基本条件の整理

　下記の手順により、仮設電力設備の基本条件の整理を行うと良い。

2-１．設備容量規模の算定

(1)．各負荷の負荷名称・モータ名称のリストアップ

原則30kW以上の負荷全てを算定表リストアップする。

30kW未満の負荷は、その他負荷又は雑負荷として集計しリストに計上する。

第３章　仮設電力設備の基本条件の整理

　仮設電力設備の負荷規模を把握し、以下に基づき「表-1」に設備容量規模の算定に必要な諸元を集計する。

　本章は、仮設電力設備の基本条件の算定手法を示す。

　仮設電力設備は、当該工事現場で使用する工事用建設機械・工事用設備等の大きさ、設置場所等に関わ
る負荷設備の規模（設備容量・引込線亘長・負荷端亘長等）に対し、適正な電力が供給出来るよう、対策
を講じた仮設電力設備を構築することが必要である。
　以下に、仮設電力設備を構成する基本条件の整理に必要な概念図を示す。

 ZCT SOG

機械・設備kw

　　　　　　　　　　　　図-1　仮設電力設備の負荷規模の概念図　　　　　　　　　　　　



(2)．同上、各負荷の定格ｋＷ

(3)．個別負荷容量ｋＶＡ＝ 各負荷定格ｋＷ×1.25　（ｋＶＡ）で求める。

変圧器を交互使用し、負荷が重畳しない場合はその最大ｋＶＡとする。

(4)．適用変圧器容量ｋＶＡ

個別負荷容量ｋＶＡの直近上位標準変圧器容量

(5)．合計変圧器容量ｋＶＡ=ｋＷ

適用変圧器容量ｋＶＡの総合計容量とし、これを総設備容量(ｋＷ）とする。

2-２．引込線亘長の算定

(6)．引込線亘長

2-３．負荷端亘長の算定

(7)．負荷設置場所

負荷が設置される（使用される）場所を施工計画図等により求める。

(8)．負荷設置点亘長

受電設備設置点から各負荷設置点までの距離を施工計画図等により求める。

(9)．負荷端総亘長

各負荷設置点亘長の総亘長を求める。

標準変圧器容量ｋＶＡ

15

20

30

50

75

100

150

200

300

500

750

1000

1500

2000

3000

　電力事業者が指定する責任分界点から当該需要家の受電設備設置点までの距離を、施工計画図、実測等より
求める。



３．仮設電力設備の基本条件の集計

受注者は、前項で求めた基本条件を表-1、表-2 に集計し、第２章 表-1に計上するものとする。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

　　　　　　　　表-2　契約変更のための基本条件の整理　　　　　　　　　　　《※入力値は参考値》

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

(12)
負荷設
置点
亘長
ｍ

(5)
合計

変圧器
容量
kVA
=kw

(8)
引込線
亘長
ｍ

1000

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180
363 500

ﾄﾝﾈﾙ
坑内

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39

2950

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ② 55

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③ 55

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240

388ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15

236吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75

50濁水処理プラント

照明その他ユーティリティー負荷

抗口

年月日～年月日

数量増
減

項目・工種・種別・細別 規格 単位
数量

(当初)
数量

(変更)
摘要

　　　　表-１　仮設電力設備の基本条件の整理（例）　　　　　　《※入力値は参考値》

800
坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 165

110

1000

300

2950 1950

○

引込線亘長

負荷端亘長

(13）
負荷端
総亘長

ｍ

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55

206

388 500

500 1900

式 1 1

200 切羽

138 200 100

バッチャープラント

年月日～年月日

kW
/kVA

面 ○ ○

面 ○

№
(1)当初契約の電力負荷
（機器・モータ）名称

(2)
定格kW

1-1．変圧器容量（設備容量）
1-2．
引込線
亘長

1．仮設電力設備
の基本条件

1900 300

ﾄﾝﾈﾙ
切羽

(3）
個別負荷
容量KVA

(4)
適用変
圧器容
量KVA

(11)
負荷設
置場所

300 375 500 構内

○

150電力ケーブル及び配線資材

電力ケーブル及び配線資材

ｍ
150
以内

ｍ
1000
以内

1-3．負荷端亘長

高圧屋外用キュービクル

分電盤

機能別に面数を計上する。

機能別に面数を計上する。

0

設備容量

高圧柱上開閉器(PAS)

設備容量kW
＝変圧器容量kVA

7.2kV 300A
短絡投入性能31.5kA

方向性SOG付

1400

○
年月日～年月日

年月日～年月日



４．仮設電力設備への抑制対策に対する各電力会社の要求事項

■電力会社毎の要求事項 （令和 3年 10月調べ）

項 目 北海道電力 東北電力 東京電力 北陸電力 中部電力

北海道電力ネット
ワーク㈱ 配電部技
術高度化グループ

東北電力ネットワー
ク㈱　配電部（配電
運用）

東京電力パワーグ
リッド株式会社
　配電部　配電保
守・制御グループ
　兼　事業開発室
グリッドエッジ事業
開発グループ

北陸電力送配電
株式会社　配電部
設備計画チーム

中部電力　パワー
グリッド株式会社
配電部　配電計画
グループ

① フリッカ抑制対策

申込者にて計算書
を作成していただ
き、以下の許容値
にて対策の要否を

判定します。

計算書を作成し、
ΔV10の許容値に
て対策の要否判定

を行う。

　　　　　代表許容値 ΔV
必要に応じて対策

を依頼
電気炉：

1.87＜ΔV［％］
（ΔV10にて判断） 電圧変動率Δ

V︓10％以内
（フリッカについて
はΔV10にて判

断）

　　　　　代表許容値 ΔV10

0.23または0.45 溶接機ならびに
電動応用機器：

0.4＜ΔV10

0.45V フリッカ指標値Δ

V10︓0.23（計算）

または0.45（実測）

0.45V

② 高調波流出電流抑制対策

③ 変圧器の励磁突入電流抑制対策

電圧降下
ΔV<8.9%

『高圧受電設備規
程』に基づき、負荷
設備、接続先系統
に応じて対策要否

を判定

需要家側で対策要
否の検討を実施
し、必要に応じ検
討資料を確認

（常時電圧の10%
以内）

電圧変動率 ：

ΔV

≦

10％

対策要否を都度検
討（常時電圧の

10%以内）

④ 平均力率維持対策

原則８５％以上 原則８５％以上 託送供給等約款に
定めるとおりの力
率を求めている

託送供給等約款に
定めるとおりの力
率を求めている

⑤ フェランチ・コンデンサ充電電流対策

規定なし
（個別対応）

対策要否を必要に
応じ検討

必要に応じ検討

⑥ 電力系統との絶縁協調対策

規定なし
（個別対応）

需要家側で対策要
否を検討

特に対策を求めて
いません。

都度検討

　フリッカ対策他、仮設電力設備への抑制対策として各電力会社が需要家に対し求める一般的な要求事項を以下に示す。但し、当該仮設電力
設備を設置する場所、配電線路等の状況により、要求事項が異なることがあることから、事前に電力会社と要求事項に対する協議を実施するこ
とが必要である。

需要家側で高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2018）に準じた計算書を作成・対策の要否判定
を行い、計算書を受領し、電力会社側で対策の要否判定を行う。

供給地点⼒率85％
以上

※1

負荷設備、接続先
系統の状況に応じ
て個別に対策要否

を判定

※1　：　⼒圧受電設備規定（JEAC8011-2020）資料1-1-7「負荷に合わせたＳＣ容量
　　　　の選定・⼒率の解説」に準じて適正なＳＣ容量を申込者にて選定していた
　　　　だきます。
　　　　負荷変動により過度な進み⼒率となる場合は、進相コンデンサに⼒動⼒率
　　　　調整装置の設置、もしくは負荷変動に応じた進相コンデンサ回路の切り離
　　　　しをお願いしています。



項 目 関西電力 中国電力 四国電力 九州電力 沖縄電力

関西電力配電部
配電高度化グルー
プ

中国電力株式会
社

四国電力送配電
株式会社  配電部
計画グループ（系
統運用担当）

九州電力送配電
株式会社  配電本
部　配電設備建設
グループ

沖縄電力株式会
社　送配電本部
配電部 配電グ
ループ

① フリッカ抑制対策

　　　　　代表許容値 ΔV ΔV％： 3％ （ΔV10にて判断） （ΔV10にて判断） （ΔV10にて判断）
代表許容値
ΔV　：3％

　　　　　代表許容値 ΔV10

ΔV10：
0.23～0.45%

ΔＶ１０で０．４５Vを
上限値とし、お客さ
まとの協議により、
評価地点およびΔ
Ｖ１０値を決定し、
必要がある場合に
は、対策を講じて

いただく。

ΔV10=0.45Vを超
過しないように運用
するが、フリッカの
発生源となる負荷
が同一系統に複数
接続されることを考
慮し、需要家1 軒

に対してΔ
V10=0.32Vとして
いる。（系統状況に
より規定値が変更
となる可能性有り）

電圧変動ΔV10が
基準値（１時間連

続して測定した１分
間データのΔV10
値のうち、４番目の
最大値を0.45V以
下）以内となるも

のとさせていただき
ます。

代表許容値
ΔV10 ：0.23また

は0.45

② 高調波流出電流抑制対策

③ 変圧器の励磁突入電流抑制対策

特段制約はござい
ませんが、接続配
電線における保護
協調の結果、対策
を依頼させて頂く
場合もございます。

変圧器の励磁突入
電流により配電系
統の電圧から10%
を超えて低下させ
るおそれがある場
合は、励磁突入電
流の抑制対策を講

じていただく。

変圧器の励磁突入
電流により配電系
統の電圧から１０％
を超えて低下させ
る恐れがある場合
は、励磁突入電流
の抑制対策を講じ

る。
・2020高圧受電設
備規程「第１章　標
準施設－1150-8
変圧器P63」に記
載の通りの運用を
お願いしている。

高圧受電設備規
程等に基づき、変
圧器の励磁突入電
流により配電系統
の電圧から10%を
超えて低下させる
おそれがある場合
は、励磁突入電流
の抑制対策を講じ
ていただきます。

不問

④ 平均力率維持対策

託送供給約款の記
載の通り、原則

85％以上に保持し
て頂きます。

供給地点ごとの力
率は、原則として
85パーセント以上
に保持していただ

く。
なお、軽負荷時に
は進み力率となら
ないようにしていた
だく。負荷変動によ
り進み力率となる
場合は、適当な調
整装置を需要場所
に施設していただく

ことがある。

2020高圧受電設
備規程「第１章　標
準施設　－　1150-

9 進相コンデン
サー及び直列リア
クトル P65」およ

び、資料　「負荷に
合わせたＳ容量の
選定・力率の解説
P411」に記載の通
りの運用をお願い

している

託送供給等約款に
定めるとおりの力
率にしていただき

ます。
（原則８５％以上）

不問

⑤ フェランチ・コンデンサ充電電流対策

託送供給等約款の
別表12「進相コン
デンサ取付容量基
準」を参考願いま
す。また、技術上

必要が
ある場合には、

　　　進相用コンデ
ンサの開閉をお願
いする事や接続す
る進相用コンデン
サ容量を協議させ

て頂く事があ
ります。

系統状況を鑑み
て、技術上必要が
ある場合には、進
相用コンデンサの
開閉をお願いする
ことおよび接続する
進相用コンデンサ
容量を協議させて
いただくことがあ

る。

2020高圧受電設
備規程「第１章　標
準施設　－　1150-

9 進相コンデン
サー及び直列リア
クトル P65」およ

び、資料　「負荷に
合わせたＳ容量の
選定・力率の解説
P411」に記載の通
りの運用をお願い

している

必要に応じ検討さ
せていただきます。

不問

⑥ 電力系統との絶縁協調対策

高圧受電設備規
定に準じて設備構
築頂ければ、特

段、弊社から求め
る制約はございま

せん。

検討の都度、技術
上必要がある場合
には、対策を講じ

ていただく。

2020高圧受電設
備規程「第２章　絶
縁協調－2210-1
～　2220-5、P237
～249」に記載の通
りの運用をお願い

している

必要に応じ検討さ
せていただきます。

不問

需要家側で高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2018）に準じた計算書を作成・対策の要否判定
を行い、計算書を受領し、電力会社側で対策の要否判定を行う。



 

まえがき

　本章は、受電可能電力の不足に対する対策設備の算定手法を示すものである。

1．受電可能電力不足対策の概念

　受電可能電力（受電可能電力上限値）は、主に下記の要因によって決まる。

・線路インピーダンスが異常に大きく、当該需要家の受電可能電力に制約がある場合。

・同一電力系統から受電する既存の他需要家の需要電力が大きく、当該需要家の受電可能電力に制約がある場合。

　受電可能電力不足対策には、以下の対策等がある。

イ．施工計画見直しによる需要電力の削減

ロ．不足電力分を発電機で補う方式

ハ．電力事業者に対し、線路インピーダンスの改善等により、受電可能電力拡大を要請

２．受電可能電力不足対策の概念図

【受電可能電力不足が発生する要因】

・電力配変のCT・OCR設定値による配変送出し電流の大きさ

・配変所内のインピーダンスの大きさ（電気事業法の定めにより％Z＝7％、短絡電流12.5kA)

・配電系統インピーダンス（配電線亘長等による％Ｚ）の大きさ

・引込線インピーダンス（引込線亘長等による％Ｚ）の大きさ

・既存他需要家の需要電力（需要電流）の大きさ

・当該需要家の受電CT・OCRの設定値の大きさ（保護協調の関係から電力事業者が指定する設定値）

・当該需要家の最大需要電力の大きさ

CT

TC 引込線インピ（％Z）

トリップ指令

TC

トリップ指令

CT 不動作特性(Ｋ)％

Ｉ1＝ 配変送出し電流＝配変CT比×配変OCR設定値

Ｉ2＝ 既存需要家需要電流

Ｉ3＝ 上限受電可能電流＝(Ｉ1－Ｉ2）×Ｚ1/Ｚ2/Ｋ＞受電ＣＴ比×受電OCR設定値

受電可能電力＜最大需要電力

《※入力値は参考値》

《※入力値は参考値》 758 ｋＷ

図１　受電可能電力不足に関する概念系統図

Ｉ3×6.6kV×√3

600 ｋＷ 受電可能電力不足発生

最大需要電力

％Z2
受電

Ｉ3
OCR

第4章　受電可能電力不足対策

　　受電可能電力とは、電力事業者が当該需要家へ供給可能な電力の上限値となる電力容量のことをいう。

　受電可能電力不足とは、電力事業者が指定する受電可能電力（受電可能電力上限値）が、当該需要側が必要とする「（申込）最
大需要電力」に満たない場合をいう。

　受電可能電力は、現場の電力系統の実態に応じて、波及事故等を防ぐために、「電力事業者が指定する」需要側の過電流保護継
電器（受電ＯＣＲ）の限時整定電流値によって決まる。

　特に、仮設電力設備の場合にあっては、臨時的な受電設備であるため、現状の電力配電状況の制約条件下で電力供給を受ける事
になるため、（申込）最大需要電力に対する受電可能電力に不足の事態が生じる場合がある。

配電系統線路インピ（％Z）

Ｉ3　＜（Ｉ1－Ｉ2　）

受電可能電力上限値

配変所内インピ（％Z）

％Z1

配変

Ｉ1 Ｉ2

OCR 既存他需要家



３．受電可能電力上限値の確認

　受注者は、電力事業者が指定する受電可能電力上限値を電力事業者に確認するものとする。

＝ × ＝ ＝

４．最大需要電力の算定

(1)．各負荷の負荷名称・モータ名称のリストアップ

原則30kW以上の負荷全てを算定表リストアップする。

30kW未満の負荷は、その他負荷又は雑負荷として集計しリストに計上する。

(2)．同上、各負荷の定格ｋＷ

(3)．計算例①

(3)-1．合計定格kW＝定格kWの総合計値

(3)-2．総合需要率

受注者が想定する総合需要率

(3)-3．算定例①　の需要電力

合計定格kW×総合需要率

(4)．計算例②

(4)-1．稼働工程区分

負荷の稼働区分を仕分ける。

・工程別稼働負荷

・常時稼働負荷

・非定期稼働調整可能負荷

(4)-2．定常稼働率

特段の理由なき場合、0.75とする。

(4)-3．工程別定常需要電力

各負荷を稼働工程別に仕分けし、工程ごとに需要電力を算定する。

(4)-4．算定例②　の需要電力

(4)-3．で求めた工程別需要電力の最大値を需要電力とする。

　受注者は、下記の手順で需要電力を算定し、表-１に整理するものとする。

3.5 /5Ａ 53 Ａ 600 ｋＷ

・配変ＯＣＲ限時電流整定値
・配変インピＺ1/受電点インピＺ2　（供給電流減衰率）
・既存他需要家の需要電力
・受電ＯＣＲ動作特性（不動作率）
等を考慮し、「波及事故」に至らない受電可能電力上限値

※指定
受電ＣＴ比

※指定
限時整定値

※指定
限時電流
整定値

※指定
受電可能電力

上限値

75 /5Ａ



表-１　需要電力算出表　例 《※入力値は参考値》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(5)．当該需要家の最大需要電力

表-２　(3)-3と(4)-4の需要電力の大きい方を当該需要家の見込み最大需要電力とする。

最大需要電力判定例

当該需要家見込み最大需要電力容量＝ 【ｋＷ】 《※入力値は参考値》

５．受電可能電力不足対策の要否判定

　受注者は、受電可能電力容量と需要電力を比較し、受電可能電力不足の対策要否を判定するものとする。

・受電可能電力容量≧見込み需要電力　の場合は　対策「否」　とする。

・受電可能電力容量＜見込み需要電力　の場合は　対策「要」　とする。

受電可能電力不足対策要否判定例 《※入力値は参考値》

758 【ｋＷ】 故に
受電可能電力不足
対策の要否判定

要

225

758

受電可能電力容量 600 【ｋＷ】 ＜
見込み

最大需要電力

225濁水処理プラント

照明その他ユーティリティー負荷

合計定格kW 1496 工程別需要電力 649 758 624 667

135 135

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 0.75 83 83 83 83

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180

常時稼働
負荷

0.75 135 135

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 0.75 83 83 83 83

56

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 0.75 99

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75 0.75

29

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75 0.75 56

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39 0.75

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15 0.75 11

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55 0.75 41

758

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ② 55 0.75 41

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240 0.75 180

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③ 55 0.75 41

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55

1496 50% 748

工程別稼
働負荷

0.75 41

バッチャープラント

300
非定期稼
働調整可
能負荷

0.75 225 225

(4)-4
需要
電力

A B C D

削孔 掘削 ｽﾞﾘ出

№
(1)当初契約の電力負荷
（機器・モータ）名称

(2)定
格kW

(3)算定例① (4)算定例②

(3)-1
合計
定格
kW

(3)-1
総合

需要率

(3)-3
需要
電力
kW

(4)-1
稼働区分

吹付

(4)-2
定常

稼働率

(4)-3工程別定常需要電力



６．受電可能電力不足対策設備の検討

発電機の容量は

発電機容量＝需要電力－受電可能電力　で求めるものとする。

算出例： 《※入力値は参考値》

発電機容量 ＝ －

尚、在場期間は、受電可能電力が不足する期間＝発電機設置期間を指す。

７．受電可能電力不足対策の集計

表-４　契約変更必要設備の数量総括表 《※入力値は参考値》

在場期間 日間

在場期間 日間

出力容量 kＷ以上

必要に応じ別途協議

必要に応じ別途協議

年月日～年月日

年月日～年月日

受電可能電力
容量不足対策

設備

イ．施工計画の見直し対策 式

ロ．不要不急負荷の稼働制限対策
デマンドコントロール
設備

パルス受信機・デマンド制御装
置・制御、発報用ＰＣ・その他

式 1

ニ．電力系統強化対策 式

ハ．発電機方式対策 自家用発電機設備
出力３φ200/400V　50/60Hz

式 1
157

ニ．電力系統強化対策

ハ．の対策を講じてもなお、需要電力の超過が著しいと想定される場合は、電力配電系統の強
化（線路インピダンス低減強化等）を電力事業者に申請し改善を求める方法。

この対策は、施工分担金、施工工期など、受・発注者及び電力事業者との事前協議が必要とな
る場合がある。

　受注者は、発注者及び電力事業者と協議の上、６項　イ～ニ　の対策項目を選択し、その対策に必要となる対策設備の容量・数量を
表-４に集計し、第２章　表-１に計上するものとする。

（電力負荷対策必要設備の）
項目・工種・種別・細別

規格 単位
数量

(今回)
摘要

ロ．不要不急負荷の稼働制限対策

電力事業者が設置するＷＨＭから実量需要電力量の信号を貰い、30分最大需要電力容量を監視
し、その目標値（見込み最大需要電力）の超過が予測される場合、超過が確定する正時30分以
前に警報を発し、不要不急の負荷稼働を次の正時30分以降の稼働する等の、稼働制限をかける
等の制御できるデマンドコントローラ等を設置する方法。

ハ．発電機方式対策

イ．の対策を講じてもなお、需要電力の超過が予測される場合は、予め，特定の建設機械を仮
設発電機により運転する方法または、需要電力が受電可能電力容量を超過しそうになった時、
デマンドコントローラ等の警報により、非定期稼働調整可能負荷等の不要不急負荷の一部や、
非継続性の負荷等を発電機方式に切替えて稼働する方法。

157 （kW） 需要電力 758 受電可能電力 600

表-３　受電可能電力不足対策例

対策項目 対策内容

イ．施工計画の見直し対策

　需要電力の超過が著しいと想定される場合は、使用機械・設備の定格kＷの見直し等、基本施
工計画を見直す方法。

この対策は、必要に応じ当初の施工計画の見直しが必要となる場合がある。

　受注者は、５項で受電可能電力不足対策が「要」と判定された場合は、表-３により、受・発注者及び電力事業者と協議のうえ、当
該現場に適した対策を選択し、その対策を行うものとする。



 

まえがき

１．発生フリッカ抑制対策の概念

　フリッカ障害が発生する要因には、下記要因が挙げられる。

(a)．線路インピーダンスが異常に大きく、需要側の負荷変動（電圧変動）が増幅され、電力系統に波及する場合。

(b)．需要側の負荷変動（電圧変動）が大きい場合。

・単数又は、複数の負荷機械が、非定期・不連続的に、始動－運転稼働－停止を繰返す場合。

・始動時の始動入力電力容量が大きい場合。

・稼働中の負荷の負荷変動がある場合。

２．発生フリッカ抑制対策の概念図

【フリッカ障害の発生要因】

フリッカ障害の発生とその程度は主に以下を要因とする。

・電力系統の線路インピーダンス（％R・％X）の大きさ

・需要側の負荷機械の使い方

・最大需要電力の大きさ

・機械の容量（kW)の大きさ

・始動電流の大きさ

・始動-稼働-停止のインターバルの長さ

・機械の使い方の激しさ（変動レベル）

線路インピーダンス

　

配変所

　責任分界点 インピーダンス

抑制出力

合計電圧変動 　

検出ＣＴ

　

　

各負荷発生電圧変動 各負荷発生電圧変動 各負荷発生電圧変動

第５章　　フリッカ抑制対策　　

　本章は、電力負荷対策設備のうち、フリッカ抑制対策設備の算定手法を示す。

　フリッカ障害とは、需要側の電力負荷の負荷変動に起因する電圧変動が、線路インピーダンスによって増幅され、電力系統に波
及する電圧変動障害の事をいい、この電圧変動の大きさの程度により、他需要家の電気機器に障害を与える電力負荷障害である。

　フリッカ規制値（電力系統に波及する電圧変動の大きさの程度の規制値）は、現場の状況に応じて「電力事業者が指定」する。

　当該需要家が発生するフリッカが、電力事業者指定の規制値を超過する場合、同一電力系統から受電している他の既存需要家の
電力機器に電圧変動障害を与える懸念があり、是正処置（フリッカ対策）を講じる必要が生じる。

　特に、仮設電力設備にあっては、既存の電力配電系統を利用するため線路インピーダンスが大きくなる場合があり、また、仮設
工事現場では、大・小の様々な負荷設備・機械が、不定期・不連続的に始動－稼働－停止を繰返すため、フリッカ障害が発生する
要因が高まり、フリッカ障害が発生する懸念が高まる。

図１　発生フリッカ抑制対策の概念図

線路インピに増幅されて
電力系統に波及する電圧電動

他需要家

フリッカ抑
制装置

Ｍ Ｍ Ｍ



３．各負荷設備・負荷機械の電圧変動特性の算出

(1)．各負荷の負荷名称・モータ名称のリストアップ

原則30kW以上の負荷全てを算定表リストアップする。

30kW未満の負荷は、その他負荷又は雑負荷として集計しリストに計上する。

(2)．同上、各負荷の定格ｋＷ

(3)．稼働工程区分

＊：同時工程同時稼働負荷　　△：同時工程非定期同時稼働負荷 無印：同時稼働工程中休止負荷

各負荷の工程別同時稼働負荷を整理する。工程区分の凡例は下表の通り。

(4)．定常稼働率 指示無き定常稼働率は、 とする。

(5)．定格ｋＶＡ 指示無き場合 定格ｋＶＡ＝定格ｋＷ×1.25　とする。

(6)．起動方式

受注者は、モータの始動方式を確認するものとする｡ 始動方式・始動倍率選定表

(7)．始動倍率

始動倍率は、確認した始動方式によって右表の通りとする。

(8)．変動レベル 変動レベル・負荷変動率・視感度係数選定表

(9)．負荷変動率

(10)．視感度係数

(11)．各負荷のΔⅤ％・ΔⅤ10の算出

　各負荷のΔⅤ％・ΔⅤ10の算出式は下記による。

(a)．ΔⅤ％s（始動時電圧降下率）

ΔＶ％ｓ＝定格ｋＶＡ×始動倍率×((始動cosφ×責任分界点％Ｒ）＋（始動sinφ×責任分界点％Ｘ))×10－4

(b)．ΔⅤ％b（定常稼働時電圧変動率）

ΔＶ％b＝定格ｋＶＡ×定常稼働率×((定常cosφ×責任分界点％Ｒ）＋（定常sinφ×責任分界点％Ｘ))×10－4

(c)．ΔⅤ％c（変動稼働時電圧変動率）

ΔＶ％c＝定格ｋＶＡ×変動率×((変動cosφ×責任分界点％Ｒ）＋（変動sinφ×責任分界点％Ｘ))×10－4

(d)．ΔⅤ10c（変動フリッカ値）

ΔＶ10ｃ＝ΔＶ％ｃ×視感度係数(α）

　変動周期は、選択した変動レベル番号により、右表の通り
と見做すものとする。

7 極端に多い（アーク炉等） （1.0） （10）

　視感度係数は、選択した変動レベル番号により、右表の通
りと見做すものとする。

5 多い 0.260 1.0

6 非常に多い 1.0 0.563 1.0～3.0

0.055 0.05

4 インチング操作する
0.5

0.169 0.5

　負荷変動率は、選択した変動レベル番号により、右表の通
りと見做すものとする。

2 少ない

3 やや多い 0.25

変動周期
(ｃ/ｓ）

1 ＩＮＶ・直流モータ
0.1 0.026 0.01

複合負荷 1.0

　受注者は、その経験から機械の使い方の激しさを見極め、
右表の変動レベル番号を選択するものとする。

(8)変動レベル
機械の使い方の激しさレベル

(9)
負荷
変動率

(10)
視感度係数

リアクトル始動 4.0

コンドルファ始動 2.0

インバータ始動
1.5

直流モータ始動

0.75

(6)始動方式 (7)始動倍率

直入れ始動 8.0

Ｙ－Δ始動 2.7

その他 その他 その他 その他

Ｄ 吹付 シールドマシン移動据付 原石山（同時受電の場合） 内装工事

Ａ 削孔 掘進及び泥水搬送 骨材製造及び搬送 ケーソン内圧維持 基礎土木工事

　負荷設備・負荷機械の使用状況を電力事業者から指定される線路インピーダンス等の電力負荷実態と照合し、各負荷設備・機械の電圧
変動特性（フリッカ特性）を算出するものとし、その算出手順は下記を参照し、表－１にまとめるものとする。

工程区
分

トンネル
NATM工法

トンネル
シールド工法

ダム工事
橋梁等

ケーソン工事
構造物、建物
建設工事

Ｃ ずり出し 裏込め覆工 ダム打設 型枠、生コン打設

Ｂ 発破又は掘削 セグメント搬送取付け コンクリート製造搬送 その他 溶接を含む鉄骨組立

Ｅ



この算出に用いる係数・定数は、下記のとおりとする。

・責任分界点線路インピーダンス ※電力事業者の指定値

責任分界点％Ｒ＝ 《※入力値は参考値》

責任分界点％Ｘ＝ 《※入力値は参考値》

・力率 受注者が確認出来ない力率（cosφ）は下表の通りとする。 尚、sinφ＝√（1－cosφ2）で求める。

(12)．見込み最大需要電力

第３章　２項　(５）で求めた需要電力とする。

(13)．最大ΔＶ％非定期同時稼働負荷ｋＷ（以下ΔＶ％非定期同時稼働ｋＷで表わす。）

ΔＶ％非定期同時稼働ｋＷ＝最大需要電力ｋＷ－maxΔＶ％ｓと同時稼働ｋＷb

(14)．最大ΔＶ10非定期同時稼働負荷ｋＷ（以下ΔＶ10非定期同時稼働ｋＷで表わす。）

ΔＶ10非定期同時稼働ｋＷ＝最大需要電力ｋＷ－maxΔＶ10ｃと同時稼働ｋＷb

表-１　各負荷の電圧変動特性　算定表（例） 《※入力値は参考値》

A B C D E

1 ＊

2 ＊

3 ＊

4 ＊

5 ＊

6 ＊

7 ＊

8 ＊

9 ＊

10 ＊

11 ＊ ＊ ＊ ＊

12 ＊ ＊ ＊ ＊

13 ＊ ＊ ＊ ＊

14 △ △ △ △

15 △ △ △ △

16 △ △ △ △

＊

＊ 0.0193 0.25 0.055 1.02 0.34

1.02 0.34 0.019

(14)最大ΔＶ10非定期同時稼働負荷 226 0.75 282 複合

(13)最大ΔＶ％非定期同時稼働負荷 226 0.75 282 複合 3 0.25 0.055

(12）見込み最大需要電力 758

照明その他ユーティリティー負荷 複合

濁水処理プラント 複合

バッチャープラント

300

複合

1.5 1 0.10

0.026 0.79 0.40 0.05 0.001

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 0.75 138 INV 0.05 0.0010.026 0.79 0.40

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 0.75 138 INV 1.5 1 0.10

1.5 1 0.10

0.026 0.95 0.47 0.06 0.002

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180 0.75 225 INV 0.09 0.0020.026 1.29 0.65

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 0.75 165 INV 1.5 1 0.10

2.7 3 0.25

0.055 1.34 0.34 0.11 0.006

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75 0.75 94 Y-Δ 0.11 0.0060.055 1.34 0.34

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75 0.75 94 Y-Δ 2.7 3 0.25

8.0 3 0.25

0.055 0.81 0.07 0.02 0.001

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39 0.75 49 直入 0.06 0.0030.055 2.10 0.18

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15 0.75 19 直入 8.0 3 0.25

8.0 3 0.25

1.44 0.811

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55 0.75 69 直入 0.08 0.0050.055 2.95 0.25

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③ 55 0.75 69 Y-Δ 0.08 0.005

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240 0.75 300 Y-Δ 2.7 6 1.00

2.7 3 0.25 0.055 1.00 0.25

0.563 4.20 1.08

0.08 0.005

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ② 55 0.75 69 Y-Δ 2.7 3 0.25

2.7 3 0.25 0.055 1.00 0.25

0.055 1.00 0.25 0.08 0.005

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55 0.75 69 Y-Δ

(5)
定格
kVA

(6)
始動
方式

(7)
始動倍
率

(8)
変動
ﾚﾍﾞﾙ

抵抗負荷機器 1.0

№
(1)当初契約の電力負荷
（機器・モータ）名称

(2)
定格kW

(3)稼働工程区分 (4)
定常

稼働率

(11)各負荷ΔＶ％・ΔＶ10

（ａ)
ΔV%s

(ｂ)
ΔV%b

(ｃ)
ΔV%c

（ｄ）
ΔV10ｃ

(9)
変動
負荷率

(10)
視感度
係数α

誘導モータ 0.85

55kW以下 0.46

90kW以下 0.37

90kW超 0.27

インバータ
0.97

直流モータ

28

46

負荷の種類 定格 定常 変動 始動



４．最大ΔＶ％・最大ΔＶ10の集計及び対策要否判定

4-(1)．フリッカの規制値の確認

受注者は、電力事業者に対し、フリッカ規制値を確認し、表-２に整理するものとする。

表-２　フリッカ規制値確認表 《※入力値は参考値》

4-(2)．最大ΔＶ％の集計

4-(3)．ΔＶ％対策要否判定

・最大ΔＶ％≦ΔＶ％規制値の場合は　ΔＶ％対策「否」とする。

・最大ΔＶ％＞ΔＶ％規制値の場合は　ΔＶ％対策「要」とする。

4-(4)．最大ΔＶ10の集計

4-(5)．ΔＶ10対策要否判定

・最大ΔＶ10≦ΔＶ10規制値の場合は　ΔＶ10対策「否」とする。

・最大ΔＶ10＞ΔＶ10規制値の場合は　ΔＶ10対策「要」とする。

表-３　最大ΔＶ％の集計と対策要否判定例 表-４　最大ΔＶ10の集計と対策要否判定例

《※入力値は参考値》 《※入力値は参考値》

№ B № B

5 5

6 6

11 11

12 12

13 13

4-(1)-(a)．ΔＶ%規制値 2.0 4-(1)-(b)．ΔＶ10規制値　 0.23 （0）

4-(3)．ΔＶ％対策要否判定 要 4-(5)．ΔＶ10対策要否判定 要　

4-(2)．合計最大発生ΔＶ%集計
4.20 2.77 4-(4)．最大発生ΔＶ10（二乗和根）

及び同時稼働ΔＶ%b　の集計
0.811 2.77

6.97

0.019 1.02

4-(1)-(ｃ)．ΔＶ％規制緩和値 0.00 4-(1)-(ｃ)．ΔＶ％規制緩和値 0.00

非定期
同時負荷

(13)最大ΔＶ％非定期同時稼働負
荷

○ 1.02
非定期

同時負荷
(14)最大ΔＶ10非定期同時稼働負荷 ○

同上
同時稼働
負荷

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ ○ 0.40 坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ ○ 0.001 0.40

0.65 集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ ○ 0.002 0.65

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ ○ 0.001 0.40

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ ○ 0.005 0.25

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ ○ 0.07 ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ ○

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ ○ 0.25

同上
同時稼働
負荷

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ ○ 0.40

0.001 0.07

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ ○

max
ΔＶ10ｃ 4 ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ ◎ 0.811 1.08

負荷名称・モータ名称 工程 ΔＶ10ｃ ΔV%b稼働条件

max
ΔＶ％ｓ 4 ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ ◎ 4.20

稼働条件 負荷名称・モータ名称 工程 ΔV%s ΔV%b

(ｃ).　ΔＶ％規制緩和値

0 ％
緩急不定電圧変動抑制機能を有する装置が電力系統に存在
する場合、その装置の責任分界点でのフリッカ抑制効果Δ
Ｖ％ＵＰ効果値（装置存在せず、又は緩和値が規制値に含
み入の場合は、｢0｣とする。

表-１で算出された各負荷の電圧変動特性において、最大となったΔＶ％ｓの負荷を選定し、その負荷と同時稼働する負荷を選別

し、表-３に集計し、集計されたΔＶ％を当該需要家の最大ΔＶ％とするものとする。

表-１で算出された各負荷の電圧変動特性において、最大となったΔＶ10の負荷を選定し、その負荷と同時稼働する負荷を選別し、

表-４に集計（但し二乗和根）し、集計されたΔＶ10を当該需要家の最大ΔＶ10とするものとする。

フリッカ規制値

(ａ).　ΔＶ％規制値
2.0 ％以下

責任分界点における全ての電圧変動ΔＶ％の最大値

(ｂ).　ΔＶ10規制値

0.23 以下責任分界点におけるΔＶ10値の１分間積分値の4番目の最大
の値



（但し、ΔV10の集計は全て二乗和根）

５．フリッカ抑制装置容量の算定

5-(1)．ΔＶ％対策に必要なΔＶ％ＵＰ値

《※入力値は参考値》

－ ＝

【補足】

5-(2)．ΔＶ10対策に必要なΔＶ％ＵＰ値

《※入力値は参考値》

/ ＝ →

→ ＋ ＝

/ ＝

【補足】

フリッカ装置容量
（100ｋ単位）

ΔＶ％対策容量と
ΔＶ10対策容量の最大値

×
計算補正

安全率（1.2）
/

装置性能補償率
(0.85）

直近上位
標準容量＝

×10－4

非定期同時稼働負荷のΔV10

最大需要電力kw－同時稼働kw

から発生するΔV10

×10－4

ΔV10対策容量 ＝ （ 発生最大ΔＶ10 － ΔV10規制値 ） / ％Ｘ

ΔV％対策容量 発生最大ΔV％ ΔV％規制値＝ （ － ） / ％Ｘ

/
視感度係

数

0.23 0.563 0.409

　ΔＶ10の抑制は、maxΔＶ％ｃ（maxΔＶ10/視感度係数）を目標値に抑制することである。

　規制点（責任分界点）でのΔＶ％ｃは、緩急不定の同時稼働（非定期同時稼働含む）ΔＶ％ｂに重畳して同時に発生するも
のである｡

　故に、補償方式、制御方式の如何に拘わらず、ΔＶ％ｂを「0」にし、かつ、ΔＶ％ｃを許容値以内にするΔＶ％ＵＰが必要
となる。

ΔＶ10対策に

必要なΔＶ％ＵＰ値

規制ΔＶ10 最大視感度係数
規制

ΔＶ％ｃ

1.033 2.77 3.80

　ΔＶ％規制点（責任分界点）でのΔＶ％の発生量は、急峻変動の最大値maxΔＶ％ｓ及び、同時に発生する緩急不定の同時稼

働（非定期同時稼働含む）ΔＶ％ｂを加算した値であり、これを目標値（規制値以内）に抑制することである。

　故に、補償方式、制御方式の如何に拘わらず、「maxΔＶ％ｓ」＋「同時稼働（非定期同時稼働含む）ΔＶ％ｂ」を目標値

（規制値）以内にするΔＶ％ＵＰが必要となる。

発生最大ΔＶ10 最大視感度係数
発生最大
ΔＶ％ｃ

0.8115 0.563 1.441 必要Δ
Ｖ％ｃUP

同時稼働ΔＶ％ｂ

発生最大ΔＶ％ ΔＶ％規制値
ΔＶ％対策に

必要なΔＶ％ＵＰ値

6.97 2.0 4.97

非定期同時稼働負荷のΔV％b

最大需要電力kw－同時稼働kw

から発生するΔV％b

maxΔV％s発生負荷と
同時稼働する負荷のΔV％b

max発生ΔＶ％ｓ
発生負荷のΔＶ％ｓ

当該需要家発生
最大ΔＶ％

＝ ＋ ＋

当該需要家発生
最大ΔＶ10

＝
max発生ΔＶ10　　発

生負荷のΔＶ10
＋

maxΔV10発生負荷と
同時稼働する負荷の　　　　Δ

V10集計値
＋

＋
maxΔV10発生負荷と同時稼働

する負荷のΔVｂ集計値
/ ％Ｘ ×10－4



5-(3)　当該需要家の必要フリッカ抑制装置容量

《※入力値は参考値》

/ × ＝

【補足】

　受注者は、この理論的必要容量が実質的に出力出来るフリッカ抑制装置を設置するものとする。

　実質的に出力出来る容量とは、必要フリッカ抑制装置容量に、装置自身の補償性能（補償率）を除したものとする。

　　フリッカ抑制装置の設置容量は、下式により求めるものとする。

《※入力値は参考値》

/ =

６．フリッカ抑制対策の集計

表-５　契約変更必要設備の数量総括表 《※入力値は参考値》

日間
フリッカ抑制対策設備 フリッカ抑制設備

3φ、6.6kV、50/60Hz

必要フリッカ抑制
装置容量【kvar】

装置の補償性能（補
償率）補正

式 1
在場期間

装置容量1600kvar 年月日～年月日

　受注者は、5-(3)で求めたフリッカ抑制装置の設置容量及びその仕様を表－５に集計し、第２章　表-１に計上するものとする。

（電力負荷対策必要設備の）
項目・工種・種別・細別

規格 単位
数量
(今回)

摘要

フリッカ抑制装置
設置容量【kvar】

1296 0.85 1525 直近上位標準容量⇒ 1600

最大必要ΔＶ％ＵＰ値 　
責任分界点％Ｘ 計算補正係数

(安全率1.2）
当該需要家の必要フリッカ

抑制装置容量【kvar】(1)と(2）の最大値

4.97 46 ×104 1.2 1296



 

まえがき

１．高調波流出抑制対策の概念

　高調波の発生量の度合いは、下記の要因によって決まる。

・電力変換装置の負荷の容量（kW、kVA）の大きさ。

・電力変換装置の負荷の実質的稼働率（30分デマンド稼働率等）

・電力変換装置の高調波発生性能＝回路種別番号（高調波発生量を示す特性値番号）

　高調波による障害には、主に下記に示す３種類の障害がある。

　　・高調波の「流出障害」

　　・高調波の「共振障害」

　　・高調波の「逆流電流障害」

　特に、工事用の負荷設備にあっては、ファン設備（送風機・集塵機等）、昇降搬送設備（エレベータ・クレーン・ベルトコンベ
ア・インクライン等）、各種整流装置（直流モータ・サイリスタレオナード等）、各種コンプレッサ設備、電熱器設備（ＡＰＲ
等）等の、大型・大容大量の電力変換装置が用いられことがあり、大量の高調波が発生する懸念がある。

第６章　高調波流出抑制対策

　この章は、高調波流出障害に対し、対策設備の必要性・対策設備の容量算定手法について示す。

　高調波流出障害とは、インバータや整流器など電力変換装置から発生する高周波電流が電力系統へ波及し、電力系統の電圧歪み
や他需要家の電気機器への過電流、ノイズ、雑音等の発生する障害をいう。

　高調波の流出抑制対策の算定基準については、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2018）」（以下、指針という。）で示され
ていることから、当ガイドラインは同指針の規定に基づいて検討手順を示すものとする。

　同指針では、
① 高調波発生量算出基準と対策要否判定は「計算書その１」、② 回路条件による抑制効果算出基準と対策要否判定は「計算書そ
の２-１」、③ 抑制対策設備による抑制効果算出基準と対策要否判定は「計算書その２-２」、にそれぞれ詳細に規定されているこ
とから、当ガイドラインはその規定に従い、それぞれの計算書の作成手順を示し、以て、高調波流出抑制対策設備の必要性と対策
設備の容量の算定手法を示す。

　高調波とは、インバータや整流器など電力変換装置から発生する高周波電類であり、発生により電力系統へ高調波電流が波及し、電
力系統の電圧歪みや他需要家の電気機器への過電流、ノイズ、雑音等の発生が懸念される。
　対策として、高調波流出抑制装置（変圧器多パルス化、パッシブフィルタ、アクティブフィルタ等）の設置が挙げられる。
尚、パッシブフィルタを高調波電流流出対策として設置される場合は、その副作用（フェランチ、充電電流等）の対策要否検討が必要
となる。（第９章参照）



２．高調波流出抑制対策の概念図

【高調波流出障害の発生要因】

　高調波流出障害は主に以下を要因に発生する。

・最大需要電力（契約電力）の大きさ

・高調波発生機器の種類（INV･整流器等）

・高調波発生機器の回路種別番号（高調波発生特性番号）

・高調波発生機器の負荷容量(kW）の大きさ

・高調波発生機器の負荷容量(kW）の稼働率の大きさ

・受電点インピーダンス（％R・％X・％Z）の大きさ

・進相コンデンサの容量（kvar)と直列リアクトル（SR)の％容量の大きさ

・各対策による流出抑制対策の効果の大きさ

配電線変圧器

 責任分界点

高調波抑制用アクティブフィルタ(高圧ＡＦ)《５．ヘ．参照》

Δ-ΔTr

 検出CT

 直列リアクトル(ＳＲ)

《５．イ．参照》

多パルス化変圧器《５．ハ参照》

電源変圧器

高調波抑制用アクティブフィルタ  相殺

　(低圧ＡＦ)《５．ホ．参照》

パッシブフィルタ(ＬＣＦ)

 検出CT 《５．ニ参照》

回路種別番号の改善 高調波電流発生 高調波電流発生

《５．ロ参照》

図－１　高調波流出抑制対策の概念図

Ｍ Ｍ

(第８章参照)

多パルス化
変圧器

高調波抑制用
低圧アクティブフィルタ

パッシブ
フィルタ

INV INV

既存需要家

高調波抑制用
アクティブフィルタ

ＳＲ

絶縁変圧器

ＳＣ
(第10章参照)



　

３．「計算書その１－(1)」の作成

(1)．当初計画で示された負荷をリストアップする。

(2)．負荷の定格kWを記入する。

(3)．リストアップした負荷の内、電力変換装置が使われる負荷を選別し、電力変換装置の名称を記入する。

(4)．電力変換装置が使用される負荷の定格kVA(定格入力容量）を、定格kW×1.25で求め記入する。

(5)．当該需要家の契約電力（最大需要電力）を記入する。

(6)．電力変換装置の当初契約条件の回路種別番号を記入する。

計算書その1で用いる回路種別番号は、指示なき場合、下記の通りとする。

(7)．各電力変換装置の最大稼働率を算出し記入する。

最大稼働率は、下式により求めるものとする。

30分間累積実働時間（分）

算出例 《※入力値は参考値》

尚、最大需要電力発生時（契約電力デマンド発生時）に稼働していない負荷の稼働率は「0」とする。

＝ 69 （％）
60Hz 30分

× （％）
定格周波数 30分

最大稼働率 ＝ 0.75 ×
55Hz

×

ＡＰＲ 71 抵抗負荷制御装置 1.6

30分

計算書その１

最大稼働率 ＝ 定常稼働率 ×
設定運転周波数

ＩＮＶ 31 抑制装置なし　 3.4 計算書その１

整流器 11 ６パルス変換装置 1.0 計算書その１

回路種別番号は、高調波の発生倍率を表わす係数であるが、当初契約時点では判明していないことが多い。ここでは、発生
抑制設備が搭載されていない設備と見做し、最も基本的な回路№で算出を進めるものとする。

電力変換装置
回路種
別番号

抑制装置
換算係数

（発生倍率）
適用計算書式

整流器 直流モータ、サイリスタレオナード、充電器など

ＡＰＲ ヒータ用電力調整装置等

 ※　ＩＮＶ： Inverter（逆変換装置）

　　 ＡＰＲ： Ac Power Regujator（交流電力調整機）

　「計算書その１-(1）」の算出に必要となる負荷諸元を表-１にまとめ、指針の指定計算書にそのデータを入力し、計算書その１-
(1)を作成するものとする。

電力変換装置名 用途

ＩＮＶ インバータモータ



表-１．計算書その１-(1）作成諸元のまとめ 《※入力値は参考値》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

以上に各諸元を指針が規定する計算フォーマットに入力し、高調波流出対策の要否判定を行うものとする。

照明その他ユーティリティー負荷

バッチャープラント

300濁水処理プラント

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 INV 138 31 69

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 INV 138 31 69

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180 INV 225 31 69

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 INV 165 31 0

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55

758

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ② 55

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③ 55

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55

計算書その1

発生高調波の算出

№

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

最大
稼働
率％

当初契約の電力負荷　　　　　　（機
器・モータ）名称

定格
kW

電力
変換
装置
名

定格
kVA

契約
電力
kW

回路
種別
番号



図-2　計算書その１-(1）（計算例） 《※入力値は参考値》

　この段階で、対策要否判定が「否」と判定された場合は、高調波抑制対策の検討は「終了」し、高調波流出対策は「不要」となり、
契約変更は「不要」となる。

　この段階で、対策要否判定が「要」と判定された場合は、計算書その２-(1）へ移行する。



４．「計算書その２-(1)」の作成

(8)．責任分界点の線路インピーダンスを電力事業者に確認し記入する。

(9)．各電力変換装置の電源トランスの容量を記入する。

尚、絶縁変圧器を設備する場合は（第９章参照）、その容量も加算するのもとする。

表-２．計算書その２－(1)作成諸元のまとめ 《※入力値は参考値》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

　以上の各諸元を指針が規定する計算フォーマット計算書その２－１に入力し、高調波流出対策の要否判定を行うものとする。

照明その他ユーティリティー負荷

300濁水処理プラント

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 INV 138 31 69

500
坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 INV 138 31 69

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180 INV 225 31 69

28 46

500

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ② 55

300

バッチャープラント

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 INV 165 31 0

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55

758

55

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15

発生高調波の算出 回路条件抑制効果

№

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

当初契約の電力負荷　　　　　　（機
器・モータ）名称

定格
kW

電力
変換
装置
名

定格
kVA

契約
電力
kW

回路
種別
番号

最大
稼働
率％

責任分界点イ
ンピ－ダンス

電源ト
ランス
kVA

％Ｒ ％Ｘ

　計算書その１-(1)で、対策要否判定「要」と判定された場合、「計算書その２-(1)」の算出に必要となる負荷諸元を表-３にまと
め、指針の指定計算書にそのデータを入力し、計算書その２-(1)を作成するものとする。

尚、引込み線の線路インピーダンス（責任分界点～受電点の線路インピーダンス）が、配電線路インピーダンスの10％以上
となる場合は、引込み線路インピーダンスを加算するものとする。

計算書その1 計算書その２-１



図-3　計算書その２-(1）（計算例） 《※入力値は参考値》

　この段階で、対策要否判定が「否」と判定された場合は、高調波抑制対策の検討は「終了」し、高調波流出対策は「不要」となる。

　また、対策要否判定が「要」と判定された場合は、高調波抑制対策が必要となるため、その対策諸元を、３項にて検討するものとす
る。



５．「計算書その１-(2)」及び「計算書２-(2)」の作成

イ．進相コンデンサ（ＳＣ）・直列リアクトル（ＳＲ）

ロ．回路種別番号の改善

ハ．多パルス化変圧器

多パルス化の回路種別番号と高調波抑制効果（発生倍率抑制効果）の代表的選定例

121 31－31

同種回路№
不均等負荷

50％―0％

1.11

122 32－32 0.89

123 33－33 0.99

124 34－34 0.84

111 31－31

同種回路№
均等負荷

50％―50％

0.79

112 32－32 0.65

113 33－33 0.79

114 34－34 0.65

　多パルス化変圧器とは、シールドマシンカッタモータ、ＴＢＭカッタモータ等、複数のインバータモータを同時駆動する場合、
その電源変圧器を位相角の異なる２つの変圧器に負荷分割し、位相角の違いを利用して高調波抑制（発生倍率抑制）効果を高める
ものである。

　多パルス化が適当と判断した場合、下記の負荷条件から多パルス化の回路種別番号を選定し、表－３の登録に上、計算書その１-
(2)⇒計算書その２-(2）に回路種別番号を入力し、多パルス化による抑制効果と対策要否判定を行い、第２章　表－１に多パルス
化変圧器の容量・数量を計上する。

回路種
別番号

組合せ
回路種別番号

負荷の均等状態 負荷分担比率
換算係数

（発生倍率）

契約変更不要設備

72 ﾘｱｸﾀﾝｽ負荷制御装置 0.3 計算書その２ 契約変更必要設備
ＡＰＲ

71 抵抗負荷制御装置 1.6 計算書その１

契約変更不要設備

12 １２パルス変換装置 0.5
計算書その２ 契約変更必要設備

13 ２４パルス変換装置 0.25

整流器

11 ６パルス変換装置 1.0 計算書その１

1.4

51 高調波回生PMW装置 0

ＩＮＶ

31 抑制装置なし　 3.4 計算書その１ 契約変更不要設備

32 ＡＣＲ設備 1.8 ○

計算書その２ 契約変更必要設備
33 ＤＣＲ設備 1.8

34 ＡＣＲ・ＤＣＲ設備

　ＳＣの容量は、平均力率維持する容量で決まるもので、第８章によって契約変更必要設備として計上する。従って、計算書その
２-(2)では、第８章で決定されたＣＳ容量を入力するものとする。

　ＳＲは、高調波流出抑制対策では必須の対策設備である。（ＳＲが設備されていないと共振回路が形成され高調波が増幅し悪影
響を及ぼす。）　従って、受注者は、特段の理由なき場合は、ＳＲ容量を「６％」とし、表－３に計上し、計算書その２-(2）によ
り抑制効果と対策要否判定を行い、第２章　表１に計上する。

　回路種別番号は、高調波発生機器の発生倍率を表わす係数であるり、この回路種別番号を改善することにより、高調波の発生を
抑制することが可能となる。

　下記の回路種別番号選定表から、改善可能な回路種別番号を選定し、表－３に計上し、計算書その１-(2）に入力し、抑制効果及
び対策要否判定を行う。

電力変換装置
回路種
別番号

抑制装置
換算係数

（発生倍率）
改善回
路№

適用計算書式 契約変更要否区分

　計算書その２-(1）で、対策要否判定「要」と判定された場合は、高調波流出抑制対策が必要となる。

　以下に掲げるイ～へ．の高調波抑制対策の内、当該現場の実情に即した対策方法を検討の上、表－３にまとめ、計算書その１-(2）
及び計算書その２-(2)によりそれぞれの抑制効果と対策要否判定を行い、対策「否」になるまで条件入力し、高調波抑制対策に必要と
なる設備の容量・数量を求める。

　ＳＣとＳＲによる高調波の分流現象を利用して高調波流出抑制効果を図るもので、その流出抑制効果はＳＣ容量とＳＲ容量の大
きさに比例する。



ニ．パッシブフィルタ（ＬＣＦ）

《当ガイドラインの計算モデルＬＣＦ容量》 《※入力値は参考値》

ホ．高調波抑制用低圧アクティブフィルタ(低圧ＡＦ）

へ．高調波抑制用高圧アクティブフィルタ(高圧ＡＦ）

表-３．高調波抑制対策設備の集計と計算書その１－(2)、２－(2）作成諸元のまとめ 《※入力値は参考値》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

濁水処理プラント

バッチャープラント

300

照明その他ユーティリティー負荷

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 INV 138 31 69 32 ― ―

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 INV 138 31 69 32 ― ―

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180 INV 225 31 69 32 ― 85

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 INV 165 31 0 ― ― ―

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ② 55

30

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③ 55

28 46

500

500

500

300

―

―

―

―

ロ ハ

LCF
kvar

低圧Ａ
ＦkVA

高圧Ａ
ＦkVA

％Ｒ ％Ｘ

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55

0

責任分界点イ
ンピ－ダンス

電源ト
ランス
kVA

ＳＣ
kvar

ＳＲ
kvar

回路種
別番号
改善

多パル
ス化変
圧器
kVA

発生高調波の算出 回路条件抑制効果 対策設備による抑制効果

№

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ニ ホ へ

当初契約の電力負荷　　　　　　（機
器・モータ）名称

定格
kW

電力
変換
装置
名

定格
kVA

契約
電力
kW

回路
種別
番号

最大
稼働
率％

(7) (8) (9) イ

　最小標準容量の100kVAから順次、第３表に計上し、計算書その２-(2）に入力し、抑制効果が飽和又は「対策否」となる低圧アク
ティブフィルタの容量を求めるものとする。

　上記イ～ホの対策を講じてもなお対策「要」となる場合は、ホの対策を削除して、高調波を発生する全機器を補償対象に高圧ア
クティブフィルタの設置し、高調波を相殺し抑制効果を高める対策を検討するものとする。

　最小標準容量の100kVAから順次、第３表に計上し、計算書その２-(2)に入力し、抑制効果が飽和又は「対策否」となる高圧アク
ティブフィルタの容量を求めるものとする。

計算書その1
計算書その2

計算書その２-１ 計算書その２-２

85 50 35 0

　負荷の実情に沿った採用すべきＬＣＦ製品を選択し、その合計容量、次数容量を第３表に計上し、計算書２-(2）でその抑制効果
と対策要否判定を行うのもとする。

　上記イ～ニの対策を講じてもなお対策「要」となった場合、高調波を発生する機器個別に低圧アクティブフィルタを設置し、発
生高調波を相殺し抑制効果を高める対策である。

　ファン用ＩＮＶなど個別単体の高調波発生機器を対象に、パッシブフィルタ(ＬＣＦ）を設置し、コンデンサ（Ｃ）成分とリアク
トル（Ｌ）成分により高調波を分流吸収して高調波抑制効果を高めるものであり、その分流効果はＳＲ付き進相コンデンサと同じ
算出法を以て算出される。

　ＬＣＦは、抑制の対象となる高調波次数により様々なＣとＬの組合せのＬＣＦ製品がある。ここでは、ＬＣＦ製品を想定して計
算例を示す。

合計ＬＣＦ容量
kvar

５次容量
kvar

７次容量
kvar

他次数容量 kvar



図-4　計算書その１－(2）（計算例） 《※入力値は参考値》

　以上の高調波流出対策の各諸元を指針が規定する計算フォーマット計算書その１-(2）及び計算書２-(2）に入力し、高調波流出対策
の要否判定が「否」となる計算書を作成するものとする。



図-5　計算書その２－(2）（計算例） 《※入力値は参考値》



６．ガイドラインに含まれない高調波障害対策

  6-(1)．高調波による共振現象抑止対策

高調波による共振現象抑止対策とは、下記に示す現象のことを指す。

　交流回路には、下式で表わすことが出来るその回路固有の固有振動周波数が存在する。

Ｌ：高調波発生点の％インピーダンスによるリアクタンス成分（ｍＨ）

Ｃ：高調波発生点のコンデンサ成分によるキャパシタンス成分（μＦ）

  6-(2)．高調波の逆流電流対策

７．高調波流出抑制対策の集計

表-４．高調波流出抑制装置における契約変更必要設備の集計例

《※入力値は参考値》

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

3φ　440V　　　　kVA
式 0

年月日～年月日

年月日～年月日

ニ．パッシブフィルタ（ＬＣＦ）設備
3φ、420/440V、50/60Hz

式 1
5次50kvar、7次35kvar 年月日～年月日

年月日～年月日

ロ．回路種別番号改善設備 回路種別№31⇒回路種別№32 式 3
年月日～年月日

高調波流出抑制
対策設備

イ．直列リアクトル（ＳＲ）設備
3φ、6.6kV、50/60Hz

式 1
SC500kvar ×６％＝30kvar

ハ．多パルス化変圧器設備
Ｙ-Δ結成変圧器　　　kVA

式 0
ΔｰΔ結線変圧器       kVA

へ．高圧ＡＦ装置
3φ　6.6kV　　　  kVA

式 0
ΔｰΔ結線変圧器 　　kVA 年月日～年月日

ホ．低圧ＡＦ装置

　かかる事態の発生が予測される場合は、本ガイドラインの対策とは異なる対策の検討が必要となる場合がある。

　受注者は、３項　イ～へ　及び４項で求めた、必要となる全ての高調波流出抑制装置の名称・仕様・容量・数量を集計し、第２章
表-１に計上する。

（電力負荷対策必要設備の）
項目・工種・種別・細別

規格 単位
数量

(今回)
摘要

　この固有振動周波数が、発生高調波周波数に接近し同調すると、共振回路が形成され、共振現象が発生し、高調波の抑制を制御
出来ない事態に陥る場合がある。

　特に、仮設電力設備の設置環境特有の線路インピーダンスが著しく大きい場合や、自家用発電機を使用する場合の電源容量が商
用電源に比較し極小となり、電源インピーダンスの極大化等により、固有振動周波数の極端な低下を招き、共振回路が形成され易
くなり、共振現象が発生する場合がある。

　また、高調波流出抑制対策では、Ｌ成分、Ｃ成分の量を調整・可変による対策であるため、回路定数が変化し、固有振動周波数
が変化し、対策の有効性を阻害する場合がある。

　かかる事態の発生が予測される場合は、高調波の発生そのものを「0」に抑制する等、本ガイドラインの対策とは別の対策検討が
必要となる場合がある。

　高調波の逆流電流とは、発生高調波の奇数次数のダブル二乗和根で求めることが出来、この電流は、電源に向かって逆流する電
流であり、この電流が系統上位に設置される他の機器に侵入し、ダメージを与える。

　特に、自家用発電機の負荷に高調波発生負荷が存在する場合は、その高調波逆流電流が、発電機に侵入し、発電機にダメージを
与える可能性があり、発電機の容量を通常の数倍の容量にする等の対策が必要になる場合がある。

　これらの障害対策は、発生状況に応じその対策を決定するものとする。

回路定数による固有振動周波数（ｆ） ＝
1

（Ｈｚ）
２π　√（Ｌ×Ｃ）

　高調波障害には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2018)」示されている「高調波流出障害」の他に、「高調波による共振
障害」「高調波の逆流電流障害」などがある。



 

まえがき

１．変圧器の励磁突入電流抑制対策の概念

　変圧器の励磁突入電流による障害の発生要因は、以下等がある。

イ．線路インピーダンスが大きく、変圧器励磁突入電流による負荷変動（電圧降下）が増幅される場合。

ロ．需要側で設置する変圧器の励磁突入電流が大きい場合。

この障害に対する対策設備は、

主に「変圧器励磁突入電流抑制機能付きの開閉器設備の設置が挙げられる。

２．変圧器の励磁突入電流障害の概念図

【変圧器の励磁突入電流障害の発生要因】

　　変圧器の励磁突入電流障害は主に以下を要因に発生する。

・線路インピーダンス（％X）の大きさ

・需要側が設置する変圧器の種類・容量等による励磁突入電流の大きさ

線路インピーダンス（％X）

電力系統波及電圧降下 責任分界点％X

　

引込線％X 引込線％X

電圧降下 受電点

構内ケーブル％X

励磁突入電流 励磁突入電流

Tr設置点％X Tr設置点％X

　 　

電圧降下 電圧降下

第７章　　変圧器の励磁突入電流抑制対策　

　本章は、変圧器の励磁突入電流による電圧効果障害の抑制対策設備の算定手法を示す。

　変圧器の励磁突入電流障害とは、変圧器への電圧印加瞬時に発生する励磁突入電流に起因して発生する電圧変動（電圧降下）
が、線路インピーダンスによって増幅され、電力系統に波及し、他需要家の電力機器に障害を与える現象である。

　変圧器の励磁突入電流による電圧降下変動の規制値（電力系統に波及する電圧降下変動の大きさの程度の規制値）は、電力事業
者が現場の状況に応じて定めるものであり、その規制値に対し、対策の要否を決定することとなる。

　特に、仮設電力設備が設置される現場では、負荷の増減や負荷の移動による仮設組み換え工事等の頻度が高く、従って、停電－
複電の機会が多いため、変圧器の電圧印加－印加停止の頻度が高くなり、この障害が発生する頻度が高まることとなる場合が多
い。

他需要家

SW｢ON｣ SW｢ON｣

Tr Tr

図-1　変圧器の励磁突入電流障害の概念図

変圧器励磁突入抑制機能付き
開閉器により、励磁突入電流
を抑制し対策する



３．変圧器の励磁突入電流に起因する電圧降下率の算定

(1)．当該現場で使用する全ての変圧器をリストアップ。

(2)．リストアップされた変圧器の励磁突入電流特性を変圧器メーカ等に確認。

　励磁突入電流は、0.3秒　実効値を入力するものとする。

(3)．電力事業者に、当該現場の線路インピーダンス（％Ｘ）と、Ｔｒ励磁突入電圧降下率の規制値の確認。

(3)-1．責任分界点の％Ｘ 《※入力値は参考値》

(3)-2．引込み線の％Ｘ 《※入力値は参考値》

引込み線％Ｘ算出例

引込み線％Ｘ/ｋｍ ×

電力ケーブルの％インピーダンスの例

※ ％/ｋｍ

※ ％/ｋｍ

※ ％/ｋｍ

※算出条件例

・使用ケーブル　6600Ｖ　CVケーブル　22sq

・適用回路　6.6kV　50Hz　 90℃

・施工法　単心3条俵積み

(3)-3．責任分界点のＴｒ励突電圧降下率規制値 ％以下 《※入力値は参考値》

(3)-4．Ｔｒ設置点のＴｒ励突電圧降下率規制値 ％以下 《※入力値は参考値》

(4)．Ｔｒ設置点の％Ｘの算出。 《※入力値は参考値》

Ｔｒ設置点％Ｘ＝責任分界点％Ｘ＋引込み線％Ｘ＋配電線％Ｘ

Ｔｒ設置点％Ｘ算出例

＋ ＋ ＝

配電線％Ｘ算出例

配電線％Ｘ/ｋｍ ×

電力ケーブルの％インピーダンスの例

※ ％/ｋｍ

※ ％/ｋｍ

※ ％/ｋｍ

※算出条件例

・使用ケーブル　6600Ｖ　CVケーブル　22sq

・適用回路　6.6kV　50Hz　 90℃

・施工法　単心3条俵積み

(5)．変圧器に励磁突入電流による電圧降下率【ΔＶ％Ｔｒ】の算出。

(5)-1．責任分界点ΔＶ％Ｔｒ

ΔＶ％Ｔｒ＝Ｔｒ励磁突入電流×受電電圧×√3×責任分界点％Ｘ×10-4

(5)-2．Ｔｒ設置点ΔＶ％Ｔｒ

ΔＶ％Ｔｒ＝Ｔｒ励磁突入電流×受電電圧×√3×Ｔｒ設置点％Ｘ×10-4

(6)．変圧器励磁突入電流抑制対策の要否判定。

(5)で算定したΔＶ％Ｔｒと、(3)-3、(3)-4の規制値を比較し、対策要否判定するものとする。

・算定ΔＶ％Ｔｒ≦規制値の場合は、「対策否」　とする。

・算定ΔＶ％Ｔｒ＞規制値の場合は、「対策要」　とする。

％Ｚ＝ 24.6

3.1 配電線亘長ｋｍ 2.0

％Ｒ＝ 24.3

％Ｘ＝ 3.1

2.0

15

(－15％～＋10％)

53.8

46 1.6 6.2 53.8

％Ｒ＝ 24.3

％Ｘ＝ 3.1

％Ｚ＝ 24.6

　変圧器の励磁突入電流に起因する電圧降下率に関わる電力負荷諸元を、下記の手順により求め、対策要否判定を、表-１にまとめ
算出する。

46

1.6

3.1 引込み線亘長ｋｍ 0.5



表-１.　変圧器の励磁突入電流と電圧降下及び対策要否判定の集計表 《※入力値は参考値》

４．変圧器の励磁突入電流抑制装置の選定

５．変圧器の励磁突入電流抑制対策の集計

表-２　契約変更必要設備の数量総括表 《※入力値は参考値》

在場期間 日間

在場期間 日間

在場期間 日間

年月日～年月日

年月日～年月日

手動開閉式励突抑制開閉器
3φ、7.2kⅤ、200A、50/60Hz

式 ▲ 1
励突電流18A以下、 年月日～年月日

変圧器励磁突入電流抑制
設備

自動開閉式励突抑制開閉器
（自動開閉制御装置付き）

3φ、7.2kⅤ、200A、50/60Hz
式 9

励突電流18A以下、

屋外用キュービクル
（励突抑制開閉器及び自動開閉装置収納盤）

励突抑制開閉器及び自動開閉制御
装置収納

面 3

　特に、仮設電力設備が設置される現場では、複数の変圧器が設置され、負荷の増設・減設や負荷の移動による巻き替え工事等の
頻度が高く、従って、停電－複電が多いため、励突抑制開閉器の操作の煩雑化による誤操作を誘発する恐れがあるので、誤操作防
止策が講じられた自動操作式が優れる。停電－復電の頻度やコストメリット等を考慮して手動操作式又は自動操作式を選定する。

　受注者は、変圧器励磁突入抑制対策の必要設備の数量を集計し、表-２のまとめ、第２章　表-１に計上する。

項目・工種・種別・細別
（・電力負荷対策設備名等）

規格 単位
数量

(今回)
摘要

43.5 要

　変圧器励磁突入電流抑制対策は、変圧器励磁突入抑制機能付き開閉器（以下励突抑制開閉器という。）を、対策「要」判定と
なった全ての変圧器を対象に、その１次側に設置するものとする。

　励突抑制開閉器は、変圧器上位に電圧が印加されている状態で、励突抑制開閉器の「入」操作（変圧器への電圧印加操作）した
時のみ、励磁突入の抑制効果が発揮されるものである。

　従って、運転中に停電が発生した場合は、設置した全ての励突抑制開閉器は必ず「切」操作をし、複電したとき「入」操作が必
要となるもので、この操作を誤ったり、怠った場合は、励突抑制機能が喪失することとなる。

　励突抑制開閉器には、フック棒等による手動操作式と自動操作式の２種類があり、手動操作式は、停電時に「自動切操作」、復
電時は「手動投入」、自動操作式は、停電時に「自動切操作」、複電時に「自動入操作」の操作・制御装置を有し、誤操作を防止
する機能を有している。

要

高圧ＡＦ電源変圧器（第4章参照）

ﾌﾘｯｶ抑制装置電源変圧器（第3章参照） 1000 800

47.6

42.1 43.5

絶縁変圧器(第8章参照） 1000 800

500 500 26.3 27.2 要

坑内動力変圧器 300 400 21.0 21.7
15.0

構内動力変圧器№1 200 300

坑口動力変圧器

42.1

要

切羽末端動力変圧器 500 500 53.8 26.3 30.7 要

15.8 16.3 要

構内動力変圧器№2 300 400 21.0 21.7 要
47.6

5.3 5.4 要

構内電灯変圧器№2 200 200 10.5 10.9 要

構内電灯変圧器№1 100 100

46 2.0

(3)-4
Tr設置点
規制ΔＶ％

Tr

(4)
Tr設置
点％Ｘ

(5)-1
責任分界
点ΔＶ％Tr

(5)-2
Tr設置点Δ
Ｖ％Tr

(6)
励磁突入電流
抑制対策要否

判定
変圧器名称・用途

容量
kVA

(1)当該現場に設置する変圧器
(2）

励磁突入
電流Ａ

(3)-1
責任分界
点％Ｘ

(3)-3
責任分界点
規制ΔＶ％

Tr



 

まえがき

１．平均力率維持対策の概念

　平均力率を過不足なく高率で維持するために必要な設備には、

「発生する無効電力を、「±０」にする進相コンデンサ（ＳＣ）設備の設置。」などが挙げられる。

２．平均力率維持対策の概念図

【平均力率を±1.0に維持するための設備】

・最大発生無効電力（kvar)を常時｢0｣に相殺するコンデンサ容量（kvar)の設置

最大需要電力（ｋＷ）

力率（cosφ）

　

最大発生無効電力（ｋｖａｒ） 最大発生皮相電力（ｋＶＡ）

３．コンデンサの必要容量の算定手順

(1)．最大需要電力の算出

(1)-1．当初契約の負荷リストアップ

(1)-2．同上各負荷の定格ｋＷの確認

(1)-3．同上各負荷の稼働区分仕分け

(1)-4．同上各負荷の定常運転稼働率の設定

稼働率は、特段に指示なき場合、0.75とする。

(1)-5．工程別需要電力の仕分けと需要電力の仕分け

(2)．発生無効電力の算出

(2)-1．負荷種類の分別

右表により分別する。

(2)-2．定常cosφ

右表により選択する。

第８章　　平均力率維持対策　

力率を±1.0にするために必要となる
コンデンサ容量（ｋｖａｒ)

                     図-１ 平均力率維持の概念図

　平均力率維持対策設備（必要コンデンサ設備容量）を算出するのに必要となる電力負荷諸元を下記の手順で求め、
表-１に集計する。

負荷種別 定常cosφ

誘導電動機
0.85

複合負荷

　本章は、平均力率を高率（cosφ±1.0）に維持するための対策設備の算定手法を示す。

　需要側は、電力の有効利用及び力率割引の最大活用のため、平均力率を、高率（cosφ±1.0）に維持することが求められる。こ
のため、コンデンサ成分（進相コンデンサ・パッシブフィルタ　等）設備の適正な容量算定、対策を施すことが求められる。

　平均力率とは、需要側の操業時間帯における平均力率で、電力事業者が設置する自動検針装置等によって計測されるもので、こ
の平均力率によって、電力の有効利用の度合いや力率割引率が決まることとなる。

　進相コンデンサ（ＳＣ）が需要電力の大きさに比例して発生する無効電力に対し、不足すると遅れ力率を低下させ、超過すると
進み力率の低下と過進相によるフェランチ等の様々な弊害が誘発するものである。従って、発生する無効電力に対し、過不足のな
いコンデンサ容量の設置が必要となる。

　また、高調波流出抑制対策等に用いるパッシブフィルタ（ＬＣＦ）は、挿入されるＬＣＦの全容量分が過進相となり、フェラン
チ等の様々な障害が発生する要因となる。

INV

0.97直流モータ

整流器



(2)-3．発生無効電力の算出

発生無効電力＝需要電力（kWb）×sinφ

但し、sinφ＝√（1－cosφ2）

(2)-4．合計無効電力を集計

(3)．コンデンサ容量

(3)-1．計算補正係数

特段の理由なき場合の計算補正は　1.2　とする。

(3)-2．必要コンデンサ容量

必要コンデンサ容量＝合計無効電力×計算補正係数　の直近上位を標準容量とする。

※ここで算出したコンデンサ容量を平均力率維持対策設備の必要コンデンサ設備容量とする。

表－1．平均力率維持装置（コンデンサ設備）の容量算定表 《※入力値は参考値》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 kW

15 kW

16 kW

４．コンデンサ回路の直列リアクトル（ＳＲ）

５．コンデンサの副作用対策

　コンデンサは、無効電力を相殺し、力率を向上させる機能がある一方、フェランチ障害、充電電流障害などの副作用も伴う設備
である

　当ガイドラインでは、コンデンサの副作用障害（フェランチ・充電電流障害）については、第９章で示す。

　ＳＲは、高調波流出抑制効果があり、更に、コンデンサの開閉の際に発生する突入電流や開閉サージを抑制するものであり、コ
ンデンサ設備には必須の設備である。

　当ガイドラインでは、ＳＲを設置しなくてもよいコンデンサ設備条件を限定して定義し、これに該当しないコンデンサ設備に
は、特段の理由なき場合、６％ＳＲを設備するものとした。

225 225 225 225 複合 0.85

なし

ＳＲ設置不要
となる条件

コンデンサ容量
高調波発生
負荷の有無

コンデンサバンク数
コンデンサ
設置条件

力率調整機能

200kvar以下
（保護用ﾋｭｰｽﾞＣ20Ａ以下）

なし 単一バンク　　　　（並
列バンクなし）

常時投入
（ベースコンデンサ用途）

雑設備① 164.4

300

非定期稼
働需要調
整可能負

荷

0.75雑設備② 135.4

その他

25

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 0.75 83 83 83 83 INV 0.97 25

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 180

常時稼働
負荷

0.75 135 135 135 135 INV

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 110 0.75 83 83 83 83 INV

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ 132 0.75 99

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ② 75 0.75 56

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ① 75 0.75 56

吹付機　油圧ﾓｰﾀ 39 0.75 29

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ 15 0.75 11.25 誘導 0.85

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ 55 0.75 41.25 誘導 0.85

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ 240 0.75 180 誘導 0.85

55 0.75 41

392 1.2 500

148

ｽﾞﾘ出 吹付

合計無効
電力kvar

計算補正
係数

必要コン
デンサ
容量

119

27

7

0.97 41

0.97

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ① 55

工程別稼
働負荷

0.75 41

発生無効
電力kvar

A B C D

削孔 掘削

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③ 55 0.75 41

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ②

(3)-1 (3)-2

№ 負荷名称・モータ名称 定格kW 稼働区分
定常

稼働率

工程別定常需要電力ｋＷｂ

負荷種
類

定常
cosφ

(1)-1 (1)-2 (1)-3 (1)-4 (1)-5 (2)-1 (2)-2 (2)-3 (2)-4

(1)最大需要電力算出 (2)発生無効電力算出 (3)コンデンサ容量



６．平均力率維持対策の集計

表-２　契約変更必要設備の数量総括表 《※入力値は参考値》

日間

年月日～年月日

日間

500kvar×6％＝30kvar 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

高圧屋外用キュービクル
（SC・SR・LBS・VCS 収納盤）

ＳＣバンク　３バンク収納 面 ― 2

同上用ヒューズ
3φ、7.2kV、Ｃ50A、50/60Hz

式 ― 1 1
在場期間

同上用ヒューズ付きＬＢＳ
3φ、7.2kV、200A、50/60Hz

式 ― 1 1
在場期間

3個

1
在場期間

平均力率維持装置

進相コンデンサ（ＳＣ）
3φ、6600V、530kvar

直列リアクトル（ＳＲ）
3φ、6600V、

式 ― 1

2
在場期間

　受注者は、平均力率を±1.0にするために必要となるコンデンサ・直列リアクトル設備容量を表-２に集計し、第２章　表-１に計上
する。

項目・工種・種別・細別
（・電力負荷対策設備名等）

規格 単位
数量

(前回)
数量

(今回)
数量増

減
摘要

式 ― 1 1
在場期間



まえがき

１．コンデンサのフェランチ・充電電流抑制対策の概念

　フェランチ・充電電流障害が発生する要因は、主に以下が挙げられる。

(1)．線路インピーダンスが大きく、フェランチ効果（ベース電圧上昇）が増幅される場合。

(2)．コンデンサ成分（ＳＣ・ＬＣＦ等）の容量が、発生無効電力に比べ大きく、過進相となる場合。

(3)．受電ＯＣＲの整定電流が、受電条件の制約を受け、充電電流に比べ、小さい整定値となる場合。

この障害に対する対策は、主に以下が挙げられる。

イ．コンデンサバンクを複数に分割するコンデンサ設備の設置。

ロ．負荷状況に応じたコンデンサ投入容量の調整設備の設置。

・これを自動的に行う、軽負荷遮断機能付き、自動力率調整設備の設置。

・ＬＣＦが原因でこの障害が発生する要因となる場合は、別の高調波流出抑制対策設備の設置。

第９章　　フェランチ・充電電流抑制対策　

　本章は、コンデンサのフェランチ・充電電流障害に対する対策設備の算定手法を示す。

　コンデンサ充電電流障害とは、常時、コンデンサ成分（ＳＣ・ＬＦＣ等）に流入している充電電流が、受電ＯＣＲの整定電流を
超過した場合、過電流事故と認識して、受電ＶＣＢをトリップに至らしめ、全体停電となる障害である。

　フェランチ障害とは、需要電力が軽（無）負荷の時など、発生無効電力が微少になった時、コンデンサ成分（ＳＣ・ＬＣＦ等）
による過進相が発生し、その結果発生するフェランチ効果による電圧上昇が、線路インピーダンスによって増幅され、電力系統に
波及し、他需要家の電力機器に障害を与える現象である。

　また、フェランチ規制値（電力系統に波及するベース電圧上昇の大きさの程度の規制値）は、電力事業者が現場の状況に応じて
定めるものであり、その規制値に対し、対策の要否を決定することとなる。

　いずれの障害も、当該需要家の需要電力が、軽負荷または無負荷時等に生じる過進相状態によって生じる障害であり、夜間・休
日などに発生する懸念がある。



２．コンデンサのフェランチ・充電電流抑制対策の概念図

【フェランチ、充電電流障害の要因】

　フェランチ、充電電流障害は主に以下を要因に発生する。

・線路インピーダンス（％X）の大きさ

・発生無効電力(kvar)を超過するコンデンサ容量(kvar)の投入（過進相状態の発生）

・発生無効電力(kvar)を超過するパッシブフィルタ（LCF）容量(kvar)の投入（過進相状態の発生）

線路インピーダンス（％X）

電力系統波及フェランチ　Ｑkvar×％X×10-4

電圧上昇

責任分界点％X

引込線％X

受電点

主遮断装置（VCB)

←

構内ケーブル％X

充電電流＞OCR設定電流⇒過電流事故と認識

構内フェランチ フェランチ・充電電流発生時のベクトル

電圧上昇 設置点％X (SC・LCF) Ｑ（kvar）

０kW

0kV 　

３．フェランチの算出と対策要否判定

(1)．コンデンサ成分設備のリストアップ

(1)-1．第７章で求めた必要コンデンサ

(1)-2．第４章で求めたパッシブフィルタ（ＬＣＦ）

(1)-3．その他コンデンサ

既製品の仮設電力設備に標準装備されているコンデンサ等

(2)．同上、設備の容量

(3)．責任分界点のフェランチ

(3)-1．責任分界点％Ｘ 《※入力値は参考値》

電力事業者に確認する。

(3)-2．各コンデンサ負荷の責任分界点のフェランチ算出

各負荷フェランチ＝コンデンサ容量×責任分界点％Ｘ×10-4　　にて求める。

(3)-3．責任分界点の合計フェランチ

(3)-2．でも求めた各負荷のフェランチの合計値

(3)-4．責任分界点のフェランチ規制値 《※入力値は参考値》

電力事業者に確認する。

(3)-5．責任分界点のフェランチ対策要否判定

・責任分界点合計フェランチ≦責任分界点フェランチ規制値　の場合　対策「否」とする。

・責任分界点合計フェランチ＞責任分界点フェランチ規制値　の場合　対策「要」とする。

2.0

他需要家

トリップ指令

コンデンサ充電電流 ＯＣＲ設定電流
（CT比×設定値）Ｑkvar/kV/√3

ＱkVar×％X×10-4

ＳＣ
ＬＣＦ

図-１　フェランチ・充電電流障害発生の概念図

　受注者は、フェランチに係わる電力負荷諸元を、下記の手順で求め、その対策要否判定を行い、表-１に集計する。
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(4)．末端負荷点フェランチ

(4)-1．各負荷設置点の％Ｘ

　各負荷設置点％Ｘ＝責任分界点％Ｘ＋引込み線％Ｘ＋各負荷設置点％Ｘ　より求める。

・電力ケーブルの％インピーダンスの例 《※入力値は参考値》

※ ％/ｋｍ

※ ％/ｋｍ

※ ％/ｋｍ

※算出条件例

・使用ケーブル　6600V　CVケーブル　22sq

・適用回路　6.6kV　50Hz　 90℃

・施工法　単心3条俵積み

・引込み線％Ｘ　算出例 ％Ｘ＝ 《※入力値は参考値》

引込み線亘長 km 《※入力値は参考値》

・(1)-1．コンデンサ設置点の％Ｘ　算出例 ％Ｘ＝ 《※入力値は参考値》

コンデンサ設置点までのケーブル亘長 km 《※入力値は参考値》

・(1)-2．ＬＣＦ設置点の％Ｘ　算出例 ％Ｘ＝ 《※入力値は参考値》

ＬＣＦ設置点までのケーブル亘長 km 《※入力値は参考値》

・(1)-3．その他ＳＣ設置点の％Ｘ　算出例 ％Ｘ＝ 《※入力値は参考値》

その他ＳＣまでのケーブル亘長 km 《※入力値は参考値》

(4)-2．各負荷設置点のフェランチ

各負荷フェランチ＝コンデンサ容量×負荷点％Ｘ×10-4　　にて求める。

(4)-3．末端負荷点の合計フェランチ

(4)-2．でも求めた各負荷点のフェランチの合計値

(4)-4．末端負荷点のフェランチ規制値 ％以下 《※入力値は参考値》

電力事業者に確認する。 （101V±6V）

(4)-5．末端負荷点のフェランチ対策要否判定

・末端負荷点合計フェランチ≦末端負荷点フェランチ規制値　の場合　対策「否」とする。

・末端負荷点合計フェランチ＞末端負荷点フェランチ規制値　の場合　対策「要」とする。

(5）．フェランチ対策要否総合判定

・(3)-5．及び(4)-5．で両方「否」の場合は、総合判定「否」　とする。

・(3)-5．及び(4)-5．で一方及び両方が「要」の場合は、総合判定「要」　とする。

表-１　フェランチ算定及びフェランチ対策要否判定表　（例） 《※入力値は参考値》

200 0.92 52.2 1.04

4.75 5.9 否 要(1)-2．ＬＣＦ 255 1.17 52.2 1.33

(1)-3．その他ＳＣ

(1)-1．進相コンデンサ 500
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2.3

4.39 2.0 要

47.6 2.4

対策要否
総合判定％Ｘ

発生
ﾌｪﾗﾝﾁ

合計
ﾌｪﾗﾝﾁ

ﾌｪﾗﾝﾁ
規制値

対策要
否判定

設置
点％Ｘ

設置点
発生
ﾌｪﾗﾝﾁ

合計
ﾌｪﾗﾝﾁ

ﾌｪﾗﾝﾁ
規制値

(3)-5 (4)-1 (4)-2 (4)-3 (4)-4 (4)-5(3)-1 (3)-2 (3)-3 (3)-4

対策要
否判定

5.9

(1) (2) (3)責任分界点フェランチ (4)末端負荷点フェランチ (5)

コンデンサ成分
容量
kvar

47.6

0

52.2

1.5

52.2

1.5

％Ｘ＝ 3.1

％Ｚ＝ 24.6

1.6

0.5

％Ｒ＝ 24.3



４．コンデンサ充電電流の算出と対策要否判定

(1)．コンデンサ成分設備のリストアップ

(1)-1．第７章で求めた必要コンデンサ

(1)-2．第４章で求めたパッシブフィルタ（ＬＣＦ）

(1)-3．その他コンデンサ

既製品の仮設電力設備に標準装備されているコンデンサ等

(2)．同上、設備の容量

(3)．各コンデンサ成分の充電電流の算出

(4)．合計充電電流

各コンデンサ成分充電電流の総和で求める。

(5)．受電ＯＣＲ限時整定値＝ (Ａ） 《※入力値は参考値》

電力事業者に確認する。

受電ＯＣＲ限時整定電流の算出例 《※入力値は参考値》

( －

×1.2

(6)．充電電流対策要否判定

・合計充電電流≦受電OCR限時整定電流　の場合は　対策「否」

・合計充電電流＞受電OCR限時整定電流　の場合は　対策「要」

表-２　コンデンサ充電電流算出と対策要否判定表 《※入力値は参考値》

５．フェランチ・充電電流対策設備の設計

(1)．コンデンサ容量の分割設計

(1)-1．必要コンデンサ容量

第７章で求めた必要コンデンサ容量

(1)-2．１バンク当りのコンデンサ容量

Ｃ20Ａヒューズの最大適用コンデンサ容量は、20Ａ×6.6kv×√3＝ kvar　以下

即ち、１バンク当りの最大コンデンサ容量　200kvar（6％ＳＲ付きは、212kvar）以下とする。

コンデンサバンク分割数の計算例 《※入力値は参考値》

200(6％SR付きの場合212）

単一バンク容量で、フェランチ・充電電流が規制値を超過せず、かつ、汎用性の高い保護用ヒューズ（Ｃ20Ａ）が適用可能
な最大コンデンサ容量とする。

229

バンク数 ＝
500(6％SR付きの場合530）

＝ 2.5
⇒

（正の整数）
3 （バンク）

200 17

　受注者は、１項　(5)、又は　2項　(6）のいずれか、又は両方が、対策「要」と判定された場合、その対策を講ずるものとす
る。

コンデンサバンク分割数（正の整数）＝
必要コンデンサ容量

で求めるものとする。
１バンク当りのコンデンサ容量

(1)-1．進相コンデンサ 500 44

84 54 要(1)-2．ＬＣＦ 255 22

(1)-3．その他ＳＣ

コンデンサ成分
容量
kvar

充電電流
A

合計
充電電流

A

受電OCR限時整
定電流

A

対策要否
判定

54 (Ａ）
60

(1) (2) (3) (4） (5) (6)

54

受電ＯＣＲ限時制定電流＝
（配変OCR限時整定電流値－既存需要家需要電流値）×配変％Ｚ

受電点％Ｘ×受電点OCR限時整電流制定率

＝
640 87 )× 7

＝

　コンデンサ成分設備の充電電流に係わる電力負荷諸元を、下記の手順で整理・算出し、その対策要否判定を行い、
表-２に集計する。

各コンデンサ成分充電電流(Ａ）＝
コンデンサ容量（kvar)

で求める。
電圧(kV）×√3



コンデンサ設備の設計例 《※入力値は参考値》

６．フェランチ・充電電流抑制対策の集計

表-３　契約変更必要設備の数量総括表 《※入力値は参考値》

日間

年月日～年月日

日間

100kvar×6％＝6kvar 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

200kvar×6％＝12kvar 年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

 

在場期間

6バンク制御

屋外用キュービクル
（SC・SR・LBS・VCS 収納盤）

ＳＣバンク　３バンク収納 面 ― 2 2
在場期間

3
在場期間

軽負荷遮断機能付き
自動力率調整器

ＡＣ100/200V
式 ― 1 1

高圧真空開閉器（ＶＣＳ）

3個×2

同上用ヒューズ付きＬＢＳ
3φ、7.2kV、200A、50/60Hz

式 ― 3 3
在場期間

同上用ヒューズ
3φ、7.2kV、Ｃ20A、50/60Hz

式 ― 1 1
在場期間

3φ、7.2kV、400A、50/60Hz
式 ― 3

直列リアクトル（ＳＲ）
3φ、6600V、

式 ― 2 2
在場期間

同上用ヒューズ
3φ、7.2kV、Ｃ10A、50/60Hz

式 ― 1 1
在場期間

3個

進相コンデンサ（ＳＣ）
3φ、6600V、212kvar

式 ― 2 2
在場期間

直列リアクトル（ＳＲ）
3φ、6600V、

式 ― 1

摘要

フェランチ・充電電流対
策設備

進相コンデンサ（ＳＣ）
3φ、6600V、106kvar

式 ― 1 1
在場期間

項目・工種・種別・細別
（・電力負荷対策設備名等）

規格 単位
数量

(前回)
数量

(今回)
数量増

減

1
在場期間

№6

　受注者は、フェランチ・充電電流抑制対策の必要設備の数量を表-３に集計し、第２章　表-１に計上する。

№4

№5

12 Ｃ20Ａ 高圧ＶＣＳ

№3 212 12 Ｃ20Ａ 高圧ＶＣＳ

力率調整装置
ヒューズ定格

№1 106 6 Ｃ10Ａ 高圧ＶＣＳ

軽負荷遮断機能付き
自動力率調整装置

№2 212

バンク№
コンデンサ容量

（kvar）
ＳＲ容量
（kvar）

保護用ヒューズ付きＬＢＳ
開閉器



　

まえがき

１．電力系統との絶縁協調対策の概念

　電力系統との絶縁協調が阻害される要因は、以下が挙げられる。

(1)．配電系統の配線亘長が異常に大きい場合。（線路インピーダンスが異常に大きい場合。）

(2)．需要家内の配線亘長（引込線亘長含む）が異常に大きい場合。

この絶縁協調対策設備は、主に以下が挙げられる。

・絶縁変圧器（タイトランス・カップリングトランス）設備の設置。

２．電力系統との絶縁協調対策の概念図

【電力系統との絶縁協調関係が崩れる要因】

　電力系統との絶縁協調関係が崩れる要因は主に以下があげられる。

・電力配電系統の線路亘長が大きく、絶縁性能が弱体化している場合

・需要家構内の線路亘長が大きく、絶縁性能が弱体化し、電力系統に接続すると総合的に絶縁抵抗が弱体化する場合

電力配電線路亘長

責任分界点

対地静電容量

励突抑制

既定Ｂ種接地抵抗値 　開閉器

(低下）

絶縁変圧器

（タイトランス）

需要側

対地静電容量

Ｂ種接地抵抗値

　

第10章　　電力系統との絶縁協調対策

大地

Ｍ

図-１  電力系統との絶縁協調に関する系統図

　この章は、電力系統との絶縁協調を維持するための絶縁協調対策の要否判定・対策設備の容量算定手法について示す。

　電力系統との絶縁協調対策とは、仮設電力設備特有の設置環境である、電力系統の配線線路亘長の長大化に伴うＢ種絶縁抵抗が
小さくなった回路に、需要側の構内配線亘長の長大化に伴うＢ種絶縁抵抗が小さくなった回路を接続した場合、電力系統全体のＢ
種絶縁抵抗値を極端に低下させる恐れがあり、電力系統のＢ種接地抵抗値の維持・改善工事が必要となることを回避するため、需
要側での対策が必要となる場合がある。

　以下の図は、電力系統から責任分界点(受電点)までの電力事業者側と、責任分界点(受電点)から負荷までの需要側の全体の電力系統
を模式図に示したものである。

大地

線路亘長



３．絶縁協調に関する諸元の整理と対策要否判定

(1)．負荷のリストアップ

施工途中で増設・減設となる設備がある場合は、最大負荷条件で算出するものとする。

(2)．引込み線距離

責任分界点～受電点の距離

(3)．変圧器の設置場所・設置距離

受電点～変圧器　　設置距離

施工途中で移動する設備にあっては、最大距離で算出すものとする。

(4)．ケーブル総亘長

責任分界点～各負荷設置点の総距離

(5)．ケーブル総亘長規制値 km以下 《※入力値は参考値》

電力事業者に確認

(6)．絶縁協調対策要否判定

・ケーブル総亘長≦ケーブル総亘長規制値　の場合は　対策「否」とする。

・ケーブル総亘長＞ケーブル総亘長規制値　の場合は　対策「要」とする。

表-１　絶縁協調対策要否判定表例　 《※入力値は参考値》

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.5

2.3 1.0

坑口送風機②　ﾌｧﾝﾓｰﾀ 構内抗口 0.1

バッチャープラント

受電点近傍 0.03濁水処理プラント

照明その他ユーティリティー負荷

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ②

ｸﾗｯｼｬ　破砕ﾓｰﾀ

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ①

0.2

切羽末端

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　切削ﾓｰﾀ

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　油圧ﾓｰﾀ

ﾛｰﾄﾞﾍｯﾀﾞ　散水ﾓｰﾀ

吹付機　油圧ﾓｰﾀ

吹付機　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾓｰﾀ①

集塵機　ﾌｧﾝﾓｰﾀ
坑内 0.5

坑内送風機①　ﾌｧﾝﾓｰﾀ

(6）

ケーブル
総亘長
km

ケーブル亘長
規制値
km

対策要否
判定

(1) (2) (3） (4) (5)

要

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ②

ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ　切削ﾓｰﾀ③

№
当初契約の電力負荷

（機器・モータ）名称

引込み線
亘長
km

電源トランス
設置場所

電源トランス
設置距離　km

　受注者は、電力系統との絶縁協調に係わる諸元を、下記の手順で整理・算出し、その対策要否判定を行い、
表-１に集計する。

1.0



４．電力系統との保護協調対策設備の検討・設計

(1)．絶縁変圧器の容量設計

絶縁変圧器容量＝√（最大需要電力２＋発生無効電力２）　で求めるものとする。

絶縁変圧器の算出例 《※入力値は参考値》

・最大需要電力

第４章より

・最大発生無効電力

第８章より

故に絶縁変圧器容量＝√( 2 ＋ 2 ) ＝ ⇒直近上位標準容量 （kVA)

(2)．絶縁変圧器の励磁突入電流抑制対策

第７章により求めるものとする。

５．絶縁協調対策設備の集計

　受注者は、本章で纏めた絶縁協調対策設備の容量・数量を表-2に整理し、第２章　表-１に計上するものとする。

表-2　契約変更必要設備の数量総括表 《※入力値は参考値》

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

日間

年月日～年月日

在場期間

1
在場期間

励突電流18A以下、

屋外用キュービクル
（タイＴｒ・励突抑制開閉器・自動開閉制御
装置収納盤）

ﾀｲTr1000kVA・励突抑制開閉器・自
動開閉制御装置収納

面 0 3 3

50/60Hz、1000kVA

自動開閉式励突抑制開閉器
（自動開閉制御装置付き）

3φ、7.2kV、200A、50/60Hz
式 0 1

摘要

電力系統との
絶縁協調対策設備

絶縁変圧器
3φ3W、6600V/6600V、

式 0 1 1
在場期間

（電力負荷対策必要設備の）
項目・工種・種別・細別

規格 単位
数量
(前回)

数量
(今回)

数量増
減

　１項　(6)　において、絶縁協調対策「要」と判定された場合は、その対策を講じるものとする。

　電力系統との保護協調対する対策方法は、絶縁変圧器（タイトランス・カップリングトランスともいう。）を設置することによ
り、電力系統と需要家系統を絶縁上の縁切りすることにより対策するものとし、その対策方法は下記によると良い。

758

392

758 392 853 1000
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